
2017.4.13 

基本規程廃止・各種規則制定    加筆       修正；       削除；（取り消し線 または 二重取り消し線）.  （協議）資料№2 

現行基本規程（2016/3/27施行版） 各種規則制定案 備考 

 

第３節 常務理事会 

 

 

 

 

 

第２３条〔常務理事会の構成及び権限〕 

１．常務理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事で構成

する。なお、会長は案件ごとに、常務理事以外の理事又はそ

の他の者を常務理事会に出席させることができるものとする

が、それらの者は議決権を有しない。 

２．常務理事会は、理事会に付議すべき事項のうちで事前に検討

する必要があるものについて審議する。 

 

第２４条〔常務理事会の開催及び定足数等〕 

１．常務理事会は、会長が招集して原則として毎月１回開催し、

会長が議長となる。ただし、会長に事故あるときは、会長が

予め指定した副会長がこれにあたる。 

２．常務理事会は常務理事会構成員の過半数の者が出席しなけれ

ば、開催することができない。ただし、当該議事につき書面

を予め意思を表示した者は、出席者とみなす。 

３．常務理事会の議事は、出席常務理事会構成員の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４．常務理事会の審議事項は、直後に開催される理事会に報告し、

承認を得るものとする。 

 

常務理事会組織運営規則 

 

第１条〔目的〕 

この規則は、定款第５０条の規定に基づき、常務理事会の運営に

関し必要な事項を定める。 

 

第２条〔常務理事会の構成及び権限〕 

１．常務理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事で構成

する。なお、会長は案件ごとに、常務理事以外の理事又はそ

の他の者を常務理事会に出席させることができるものとす

る。が、それらの者は議決権を有しない。 

２．常務理事会は、理事会に付議すべき事項のうちで事前に検討

する必要があるものについて審議する。 

 

第３条〔常務理事会の開催〕 

１．常務理事会は、会長が招集して原則として毎月１回開催し、

会長が議長となる。ただし、会長に事故あるときは、会長が

予め指定した副会長がこれにあたる。 

２．常務理事会は常務理事会構成員の過半数の者が出席しなけれ

ば、開催することができない。ただし、当該議事につき書面

を予め意思を表示した者は、出席者とみなす。 

３．常務理事会の議事は、出席常務理事会構成員の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４．常務理事会の審議事項は、直後に開催される理事会に報告し、

承認を得るものとする。 
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第４節 評議員及び評議員会 

 

 

 

 

 

 

第２５条〔評議員〕 

 本協会に、評議員７５名を置く。 

 

第２６条〔評議員選出団体〕 

１．本協会は、評議員候補者を評議員会に推薦できる団体（以下、

評議員選出団体という。）として、次の団体を認める。 

(1) 各都道府県サッカー協会（計４７） 

(2) 公益社団法人日本プロサッカーリーグ（以下、「Ｊリー

グ」という。） 

(3) Ｊリーグ所属クラブ（評議員を選任する定時評議員会の

開催時において、Ｊ１リーグに所属するクラブ。計１８） 

 

第４条〔改  正〕 

 本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

第５条〔施行〕 

 本規則は、２０１７年４月１３日から施行する。 

 

 

 

 

 

評議員推薦加盟団体規則 

 

 

第１条〔目的〕 

この規則は、定款第５０条の規定に基づき、評議員推薦加盟団体

に関し必要な事項を定める。 

 

第２５条〔評議員〕 

 本協会に、評議員７５名を置く。 

 

第２条〔評議員推薦加盟団体〕 

１．本協会は、評議員候補者を評議員会に推薦できる団体（以下、

評議員推薦加盟団体という。）として、次の団体を認める。 

(1) 各都道府県サッカー協会（計４７） 

(2) 公益社団法人日本プロサッカーリーグ（以下、「Ｊリー

グ」という。） 

(3) Ｊリーグ所属クラブ（評議員を選任する定時評議員会の

開催時において、Ｊ１リーグに所属するクラブ。計１８） 
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(4) 一般社団法人日本フットボールリーグ 

(5) 一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

(6) 一般財団法人日本フットサル連盟 

(7) 一般財団法人全日本大学サッカー連盟 

(8) 一般財団法人全国社会人サッカー連盟 

(9) 公益財団法人全国高等学校体育連盟 

(10) 一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

(11) 公益財団法人日本中学校体育連盟 

(12) 一般社団法人日本プロサッカー選手会 

２．評議員選出団体が推薦できる評議員候補者は、各１名とする。 

 

３．評議員選出団体に次の各号のいずれかの事由が生じた場合に

は、評議員選出団体としての資格を喪失するとともに、当該

評議員選出団体からの推薦により評議員会で選任された評議

員もその資格を喪失するものとする。 

(1) 当該団体が解散した場合 

(2) 当該団体が本協会の加盟団体ではなくなった場合 

(3) 本条第１項第３号について、当該クラブがＪリーグの所

属クラブでなくなった場合 

４．評議員選出団体は、自らの団体の利益を代表する者を関連法

令及び当該団体の諸規則に基づき当該団体の意思決定機関に

おいて適正かつ公正に選出した上で、評議員候補者として推

薦するものとする。 

５．前項の推薦の方法は、会長に対し、推薦する評議員候補者の

氏名を届ける方法によるものとする。 

６．評議員は、評議員選出団体より推薦された評議員候補者より

選任されなければならない。 

７．評議員が任期の満了前に退任した場合、退任した評議員を推

薦した評議員選出団体は、当該退任した評議員に代わる新た

(4) 一般社団法人日本フットボールリーグ 

(5) 一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

(6) 一般財団法人日本フットサル連盟 

(7) 一般財団法人全日本大学サッカー連盟 

(8) 一般財団法人全国社会人サッカー連盟 

(9) 公益財団法人全国高等学校体育連盟 

(10) 一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

(11) 公益財団法人日本中学校体育連盟 

(12) 一般社団法人日本プロサッカー選手会 

２．評議員推薦加盟団体が推薦できる評議員候補者は、各１名と

する。 

３．評議員推薦加盟団体に次の各号のいずれかの事由が生じた場

合には、評議員推薦加盟団体としての資格を喪失するととも

に、当該評議員推薦加盟団体からの推薦により評議員会で選

任された評議員もその資格を喪失するものとする。 

(1) 当該団体が解散した場合 

(2) 当該団体が本協会の加盟団体ではなくなった場合 

(3) 本条第１項第３号について、当該クラブがＪリーグの所

属クラブでなくなった場合 

４．評議員推薦加盟団体は、自らの団体の利益を代表する者を関

連法令及び当該団体の諸規則に基づき当該団体の意思決定機

関において適正かつ公正に選出した上で、評議員候補者とし

て推薦するものとする。 

５．前項の推薦の方法は、会長に対し、推薦する評議員候補者の

氏名を届ける方法によるものとする。 

６．評議員は、評議員推薦加盟団体より推薦された評議員候補者

より選任されなければならない。 

７．評議員が任期の満了前に退任した場合、退任した評議員を推

薦した評議員推薦加盟団体は、当該退任した評議員に代わる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

なの評議員の候補者を推薦できるものとする。 

８．前項に基づき推薦を受けて選任された評議員の任期は、退任

した評議員の任期の満了する時までとする。 

 

第２６条の２〔新たな評議員選出団体の認定〕 

  １．本協会は、第７１条に定める各種の連盟を新たに評議員選出

団体として認定することができる。ただし、当該連盟は次の要件

を満たさなければならない。 

    (1)本協会の加盟団体であること 

    (2)本協会への加盟後、一定期間について、関連法令を遵守し、

健全な組織運営がなされていること 

(3)当該連盟に所属する個々の団体が全ての都道府県に存在

すること 

(4)全国的規模の大会を定期的に主催していること 

(5)目的及び事業内容が、サッカーの普及及び発展に資すると

認められること 

(6)第７１条の３第１項各号に定める要件を満たしているこ

と 

  ２．本協会は、第７１条の２に定める関連団体を新たに評議員選出

団体として認定することができる。ただし、当該関連団体は次の

要件を満たさなければならない。 

    (1)本協会の加盟団体であること 

    (2)本協会への加盟後、一定期間について、関連法令を遵守し、

健全な組織運営がなされていること 

(3)日本サッカー界において重要なステークホルダーの利益

を代表する関連団体であること 

(4)目的及び事業内容が、サッカーの普及及び発展に資すると

認められること 

(5)第７１条の３第２項各号に定める要件を満たしているこ

新たな評議員の候補者を推薦できるものとする。 

８．前項に基づき推薦を受けて選任された評議員の任期は、退任

した評議員の任期の満了する時までとする。 

 

第３条〔新たな評議員推薦加盟団体の認定〕 

  １．本協会は、加盟団体必要事項に関する規程第１２条に定める

各種の連盟を新たに評議員推薦加盟団体として認定することが

できる。ただし、当該連盟は次の要件を満たさなければならない。 

    (1)本協会の加盟団体であること 

    (2)本協会への加盟後、一定期間について、関連法令を遵守し、

健全な組織運営がなされていること 

(3)当該連盟に所属する個々の団体が全ての都道府県に存在

すること 

(4)全国的規模の大会を定期的に主催していること 

(5)目的及び事業内容が、サッカーの普及及び発展に資すると

認められること 

(6) 加盟団体規則第１４条１項各号に定める要件を満たして

いること 

  ２．本協会は、加盟団体規則第１３条に定める関連団体を新たに評

議員推薦加盟団体として認定することができる。ただし、当該関

連団体は次の要件を満たさなければならない。 

    (1)本協会の加盟団体であること。 

    (2)本協会への加盟後、一定期間について、関連法令を遵守し、

健全な組織運営がなされていること 

(3)日本サッカー界において重要なステークホルダーの利益

を代表する関連団体であること 

(4)目的及び事業内容が、サッカーの普及及び発展に資すると

認められること 

(5) 加盟団体規則第１４条第２項各号に定める要件を満たし
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３．理事会は、新たに評議員選出団体となることを希望する各種

の連盟又は関連団体について、その適格性を厳格に審査する。 

 

４．評議員会は、前項に定める理事会の審査を踏まえて評議員選

出団体としての認定を決議する。この場合、特別の利害関係を

有する評議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をも

って行わなければならない。 

 

第２６条の３〔評議員選出団体の義務〕 

１．評議員選出団体は、次の事項に変更があったときは、本協会

に届け出なければならない。 

(1)  当該団体の役員 

(2)  当該団体の定款及び諸規則 

  ２．評議員選出団体は、当該団体の社員総会、評議員会、理事会

等の意思決定に関する機関及びその他の機関の構成員の選任

又は解任並びに当該団体の運営を、関連法令に基づき適正か

つ公正に実施しなければならない。 

  ３．前２項に定めるものの他、評議員選出団体は、本規程に定め

る本協会の加盟団体としての義務を負う。 

４．評議員選出団体が前３項に定める義務を怠った場合は、評議

員会は、当該団体の評議員選出団体としての資格を取消すこ

とができる。 

   

 

 

 

 

 

ていること 

３．理事会は、新たに評議員推薦加盟団体となることを希望する

各種の連盟又は関連団体について、その適格性を厳格に審査す

る。 

４．評議員会は、前項に定める理事会の審査を踏まえて評議員推

薦加盟団体としての認定を決議する。この場合、特別の利害関

係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数

をもって行わなければならない。 

 

第４条〔評議員推薦加盟団体の義務〕 

１．評議員推薦加盟団体は、次の事項に変更があったときは、本

協会に届け出なければならない。 

(1)  当該団体の役員 

(2)  当該団体の定款及び諸規則 

  ２．評議員推薦加盟団体は、当該団体の社員総会、評議員会、理

事会等の意思決定に関する機関及びその他の機関の構成員の

選任又は解任並びに当該団体の運営を、関連法令に基づき適

正かつ公正に実施しなければならない。 

  ３．前２項に定めるものの他、評議員推薦加盟団体は、別に定め

る本協会の加盟団体又は加盟チームとしての義務を負う。 

４．評議員推薦加盟団体が前３項に定める義務を怠った場合は、

評議員会は、当該団体の評議員推薦加盟団体としての資格を

取消すことができる。 

   

第５条〔改  正〕 

 本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

第６条〔施行〕 

 本規則は、２０１７年４月１３日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６条の４〔評議員の資格〕 

１．評議員は、本協会の理事、監事、職員、司法機関又は常設委

員会の委員を兼ねることはできない。 

２．評議員は、その就任時に、満７０歳未満でなければならない。 

３．都道府県サッカー協会からの推薦により評議員会で選任され

た評議員は、原則として当該都道府県サッカー協会の会長、

副会長又は専務理事の職になければならない。 

 

第２７条〔評議員の選任及び解任〕 

１．評議員の選任及び解任は、法人法第１７９条から第１９５条

の規定に従い、評議員会において行う。  

２．評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満た

さなければならない。  

(1) 各評議員について、次の①から⑥に該当する評議員の合

計数が評議員の総数の３分の１を超えないものである

こと。 

① 当該評議員及びその配偶者又は３親等内の親族  

② 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者 

 

 

 

評議員及び評議員会規則 

 

 

第１条〔目的〕 

この規則は、定款第５０条の規定に基づき、評議員及び評議員会

に関し必要な事項を定める。 

 

第２条〔評議員の資格〕 

１．評議員は、本協会の理事、監事、職員、司法機関又は常設委

員会の委員を兼ねることはできない。 

２．評議員は、その就任時に、満７０歳未満でなければならない。 

３．都道府県サッカー協会からの推薦により評議員会で選任され

た評議員は、原則として当該都道府県サッカー協会の会長、

副会長又は専務理事の職になければならない。 

 

第２７条〔評議員の選任及び解任〕 

１．評議員の選任及び解任は、法人法第１７９条から第１９５条

の規定に従い、評議員会において行う。  

２．評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満た

さなければならない。  

(1) 各評議員について、次の①から⑥に該当する評議員の合

計数が評議員の総数の３分の１を超えないものである

こと。 

① 当該評議員及びその配偶者又は３親等内の親族  

② 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定款第 17条に存在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

③ 当該評議員の使用人  

④ ②又は③に掲げる者以外の者であって、当該評議員から

受ける金銭その他の財産によって生計を維持している

もの  

⑤ ③又は④に掲げる者の配偶者  

⑥ ②から④までに掲げる者の３親等内の親族であって、こ

れらの者と生計を一にするもの  

(2) 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次の①から④に

該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分の１を

超えないものであること。  

① 理事  

② 使用人  

③ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体

で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その

代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者  

④ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公

共団体の議会の議員を除く。）である者  

イ 国の機関  

ロ 地方公共団体  

ハ 独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行

政法人  

ニ 国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法

人又は同条第３項に規定する大学共同利用機関法人  

ホ 地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独

立行政法人  

ヘ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって

設立された法人であって、総務省設置法第４条第１５

号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人

（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し

③ 当該評議員の使用人  

④ ②又は③に掲げる者以外の者であって、当該評議員から

受ける金銭その他の財産によって生計を維持している

もの  

⑤ ③又は④に掲げる者の配偶者  

⑥ ②から④までに掲げる者の３親等内の親族であって、こ

れらの者と生計を一にするもの  

(2) 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次の①から④に

該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分の１を

超えないものであること。  

① 理事  

② 使用人  

③ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体

で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その

代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者  

④ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公

共団体の議会の議員を除く。）である者  

イ 国の機関  

ロ 地方公共団体  

ハ 独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行

政法人  

ニ 国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法

人又は同条第３項に規定する大学共同利用機関法人  

ホ 地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独

立行政法人  

ヘ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって

設立された法人であって、総務省設置法第４条第１５

号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人

（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

行政官庁の認可を要する法人をいう。）  

 

第２８条〔評議員の任期〕 

１．評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。  

２．任期の満了前に退任した評議員の代わりとして選任された評

議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとす

る。  

３．評議員は、本協会定款に定める定数に足りなくなるときは、

任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された

者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

 

第２９条〔評議員の報酬等〕 

 評議員に対して、各年度の総額が2,000,000円を超えない範囲

で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算

定した額を、報酬として支給することができる。  

 

第３０条〔評議員会の権限〕 

 評議員会は、次の事項について決議する。  

(1) 理事及び監事の選任又は解任  

(2) 司法機関（規律委員会、裁定委員会及び不服申立委員会）

の委員長、副委員長及び委員の選任又は解任 

(3) 理事及び監事の報酬等の額  

(4) 評議員に対する報酬等の支給の基準  

(5) 評議員の選任及び解任 

(6) 評議員選出団体の認定及び取消し 

(7) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承

認  

(8) 定款の変更  

行政官庁の認可を要する法人をいう。）  

 

第２８条〔評議員の任期〕 

１．評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。  

２．任期の満了前に退任した評議員の代わりとして選任された評

議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとす

る。  

３．評議員は、本協会定款に定める定数に足りなくなるときは、

任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された

者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

 

第２９条〔評議員の報酬等〕 

 評議員に対して、各年度の総額が2,000,000円を超えない範囲

で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算

定した額を、報酬として支給することができる。  

 

第３０条〔評議員会の権限〕 

 評議員会は、次の事項について決議する。  

(1) 理事及び監事の選任又は解任  

(2) 司法機関（規律委員会、裁定委員会及び不服申立委員会）

の委員長、副委員長及び委員の選任又は解任 

(3) 理事及び監事の報酬等の額  

(4) 評議員に対する報酬等の支給の基準  

(5) 評議員の選任及び解任 

(6) 評議員推薦団体の認定及び取消し 

(7) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承

認  

(8) 定款の変更  

 

 

 

定款第 18条に存在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定款第 19条に存在 

 

 

 

 

定款第 20条に存在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(9) 残余財産の処分  

(10) 基本財産の処分又は除外の承認  

(11) その他評議員会で決議するものとして法令又は本協会

定款若しくは本規程で定められた事項  

 

第３１条〔評議員会の開催〕 

 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３ヶ月以内

に１回開催するほか、必要がある場合に開催する。 

 

第３２条〔評議員会の招集及び議長〕 

１．評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会が

会議の目的である事項を決定し、会長が招集する。  

２．評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集

の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。  

３．評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。 

 

第３２条の２〔評議員提案権〕 

１．評議員は、法人法第１８４条から第１８６条の規定及び本協

会が定める諸規定に従い、会長に対し、一定の事項を評議員

会の目的とすることを請求し、又は評議員会において、評議

員会の目的である事項につき議案を提出することができる。 

２．前項には、役員の選任又は解任並びに会長、副会長、専務理

事及び常務理事の候補者の選出に関する請求又は提案も含ま

れる。 

 

第３３条〔決議〕 

１．評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評

議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行

う。 

(9) 残余財産の処分  

(10) 基本財産の処分又は除外の承認  

(11) その他評議員会で決議するものとして法令又は本協会

定款若しくは本規程で定められた事項  

 

第３１条〔評議員会の開催〕 

 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３ヶ月以内

に１回開催するほか、必要がある場合に開催する。 

 

第３条〔評議員会の招集及び議長〕 

１．評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会が

会議の目的である事項を決定し、会長が招集する。  

２．評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集

の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。  

３．評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。 

 

第４条〔評議員提案権〕 

１．評議員は、法人法第１８４条から第１８６条の規定及び本協

会が定める諸規定に従い、会長に対し、一定の事項を評議員

会の目的とすることを請求し、又は評議員会において、評議

員会の目的である事項につき議案を提出することができる。 

２．前項には、役員の選任又は解任並びに会長、副会長、専務理

事及び常務理事の候補者の選出に関する請求又は提案も含ま

れる。 

 

第３３条〔決議〕 

１．評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評

議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行

う。 

 

 

 

 

 

 

定款第 21条に存在 

 

 

 

定款第 22条に存在 

(3項以外) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の

利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上に当た

る多数をもって行わなければならない。  

(1)監事の解任  

(2)評議員に対する報酬等の支給の基準  

(3)評議員の選任及び解任 

(4)評議員選出団体の認定及び取消し 

(5)定款の変更  

(6)基本財産の処分又は除外の承認  

(7)その他法令で定められた事項  

３．理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者

ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又は監事

の候補者の合計数が第４条〔役員の設置〕に定める定数を上

回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の

多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。  

４．理事、監事、特任理事及び各専門委員会の委員長は、評議員

会に出席して意見を述べることができる。 

 

第３４条〔評議員の議決権〕 

１．各評議員は、評議員会における一議決権を有する。 

２．出席評議員のみが議決権を行使することができ、議決権代理

行使によるか又は書簡による投票は認められないものとす

る。 

 

第３５条〔議事録〕 

１．評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議

事録を作成する。 

２．議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人

２名以上が、前項の議事録に署名押印する。  

２．前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の

利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上に当た

る多数をもって行わなければならない。  

(1)監事の解任  

(2)評議員に対する報酬等の支給の基準  

(3)評議員の選任及び解任 

(4) 評議員推薦団体の認定及び取消し 

(5)定款の変更  

(6)基本財産の処分又は除外の承認  

(7)その他法令で定められた事項  

３．理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者

ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又は監事

の候補者の合計数が第４条〔役員の設置〕に定める定数を上

回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の

多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。  

４．理事、監事、特任理事及び各専門委員会の委員長は、評議員

会に出席して意見を述べることができる。 

 

第５条〔評議員の議決権〕 

１．各評議員は、評議員会における一議決権を有する。 

２．出席評議員のみが議決権を行使することができ、議決権代理

行使によるか又は書簡による投票は認められないものとす

る。 

 

第３５条〔議事録〕 

１．評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議

事録を作成する。 

２．議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人

２名以上が、前項の議事録に署名押印する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 司法機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３６条〔司法機関〕 

 本規程、本協会の懲罰規程及びこれらに付随する諸規程（以下

「本規程等」という。）に対する違反行為に対する懲罰を決定する

ため、以下の司法機関を設置する。 

(1) 規律委員会 

(2) 裁定委員会 

(3) 不服申立委員会 

 

 

第３７条〔規律委員会〕 

 

第６条〔改  正〕 

 本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

第７条〔施行〕 

 本規則は、２０１７年４月１３日から施行する。 

 

 

 

 

司法機関組織運営規則 

 

 

第１節 総則 

 

第１条〔目的〕 

この規則は、定款第４１条第２項の規定に基づき、司法機関の組

織及び運営に関し必要な事項を定める。 

 

第２条〔司法機関〕 

 本協会の諸規程（以下、単に「本規程等」という。）に対する違

反行為に対する懲罰を決定するため、以下の司法機関を設置する。 

(1) 規律委員会 

(2) 裁定委員会 

(3) 不服申立委員会 

 

第２節 規律委員会 

 

第３条〔規律委員会〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．規律委員会は、本規程等に対する違反行為のうち、競技及び

競技会に関するものについて調査、審議し、懲罰を決定する。 

２．規律委員会は、前項に規定する調査、審議に関し、理事会又

は評議員会に報告することができる。 

 

第３７条の２〔規律委員会の組織及び委員〕 

１．規律委員会は、委員長及び若干名の委員をもって構成する。 

２．委員長は法律家（弁護士、検察官、裁判官、法律学の教授・

准教授又はそれに準ずる者）でなければならない。 

３．委員は、サッカーに関する経験と知識又は学識経験を有する

者で、公正な判断をすることができる者とする。 

４．委員長及び委員は、評議員会の決議によって選任する。 

５．委員長及び委員は、本協会の評議員、理事、監事、職員又は

各種委員会、裁定委員会若しくは不服申立委員会の委員長若

しくは委員を兼ねることができない。 

６．委員長及び委員は非常勤とする。 

 

第３７条の３〔規律委員会の委員の任期〕 

１．規律委員会の委員長及び委員の任期は、選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終

結の時までとし、再任を妨げない。 

２．増員又は前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委

員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３．委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、

なおその職務を行わなければならない。 

 

第３７条の４〔規律委員会の招集及び議長〕 

１．規律委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２．規律委員会は、３名以上の委員の出席がなければ、会議を開

１．規律委員会は、本規程等に対する違反行為のうち、競技及び

競技会に関するものについて調査、審議し、懲罰を決定する。 

２．規律委員会は、前項に規定する調査、審議に関し、理事会又

は評議員会に報告することができる。 

 

第４条〔規律委員会の組織及び委員〕 

１．規律委員会は、委員長及び若干名の委員をもって構成する。 

２．委員長は法律家（弁護士、検察官、裁判官、法律学の教授・

准教授又はそれに準ずる者）でなければならない。 

３．委員は、サッカーに関する経験と知識又は学識経験を有する

者で、公正な判断をすることができる者とする。 

４．委員長及び委員は、評議員会の決議によって選任する。 

５．委員長及び委員は、本協会の評議員、理事、監事、職員又は

各種委員会、裁定委員会若しくは不服申立委員会の委員長若

しくは委員を兼ねることができない。 

６．委員長及び委員は非常勤とする。 

 

第５条〔規律委員会の委員の任期〕 

１．規律委員会の委員長及び委員の任期は、選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終

結の時までとし、再任を妨げない。 

２．増員又は前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委

員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３．委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、

なおその職務を行わなければならない。 

 

第６条〔規律委員会の招集及び議長〕 

１．規律委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２．規律委員会は、３名以上の委員の出席がなければ、会議を開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

き、議決をすることができない。 

３．規律委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否

同数のときは委員長の決するところによる。 

４．委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者

が、その職務を代行する。 

 

 

 

第３８条〔裁定委員会〕 

１．裁定委員会は、本規程等に対する違反行為のうち、競技及び

競技会に関するもの以外の違反行為について、調査、審議し、

懲罰を決定する。 

２．裁定委員会は、前項に規定する調査、審議に関し、理事会又

は評議員会に報告することができる。 

３．前２項にかかわらず、Ｊリーグに関しては、Ｊリーグ規約の

定めるところによるものとする。 

４．前３項にかかわらず、本規程等に対する違反行為のうち、ド

ーピング禁止に関する違反行為（本規程第１４章）に対する

懲罰については、日本ドーピング防止規律パネルが決定する。 

 

第３８条の２〔裁定委員会の組織及び委員〕 

１．裁定委員会は、委員長及び若干名の委員をもって構成する。 

２．委員長は法律家（弁護士、検察官、裁判官、法律学の教授・

准教授又はそれに準ずる者）でなければならない。 

３．委員は、サッカーに関する経験と知識又は学識経験を有する

者で、公正な判断をすることができる者とする。 

４．委員長及び委員は、評議員会の決議によって選任する。 

５．委員長及び委員は、本協会の評議員、理事、監事、職員又は

各種委員会、規律委員会若しくは不服申立委員会の委員長若

き、議決をすることができない。 

３．規律委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否

同数のときは委員長の決するところによる。 

４．委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者

が、その職務を代行する。 

 

第３節 裁定委員会 

 

第７条〔裁定委員会〕 

１．裁定委員会は、本規程等に対する違反行為のうち、競技及び

競技会に関するもの以外の違反行為について、調査、審議し、

懲罰を決定する。 

２．裁定委員会は、前項に規定する調査、審議に関し、理事会又

は評議員会に報告することができる。 

３．前２項にかかわらず、Ｊリーグに関しては、Ｊリーグ規約の

定めるところによるものとする。 

４．前３項にかかわらず、本規程等に対する違反行為のうち、ド

ーピング禁止に関する違反行為（本規程第１４章）に対する

懲罰については、日本ドーピング防止規律パネルが決定する。 

 

第８条〔裁定委員会の組織及び委員〕 

１．裁定委員会は、委員長及び若干名の委員をもって構成する。 

２．委員長は法律家（弁護士、検察官、裁判官、法律学の教授・

准教授又はそれに準ずる者）でなければならない。 

３．委員は、サッカーに関する経験と知識又は学識経験を有する

者で、公正な判断をすることができる者とする。 

４．委員長及び委員は、評議員会の決議によって選任する。 

５．委員長及び委員は、本協会の評議員、理事、監事、職員又は

各種委員会、規律委員会若しくは不服申立委員会の委員長若

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

しくは委員を兼ねることができない。 

６．委員長及び委員は非常勤とする。 

 

第３８条の３〔裁定委員会の委員の任期〕 

１．裁定委員会の委員長及び委員の任期は、選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終

結の時までとし、再任を妨げない。 

２．増員又は前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委

員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３．委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、

なおその職務を行わなければならない。 

 

第３８条の４〔裁定委員会の招集・議長〕 

１．裁定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２．裁定委員会は、３名以上の委員の出席がなければ、会議を開

き、議決をすることができない。 

３．裁定委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否

同数のときは委員長の決するところによる。 

４．委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者

が、その職務を代行する。 

 

 

 

第３９条〔不服申立委員会〕 

１．不服申立委員会は、本協会の規律委員会、裁定委員会又は本

規程に基づき懲罰権を委任された都道府県サッカー協会、地域サ

ッカー協会、各種連盟、Ｊリーグ及び公式競技会のそれぞれの規

律委員会及び裁定委員会（ただし Jリーグの裁定委員会を除く。）

において決定された懲罰に関して、当事者からの不服申立に基づ

しくは委員を兼ねることができない。 

６．委員長及び委員は非常勤とする。 

 

第９条〔裁定委員会の委員の任期〕 

１．裁定委員会の委員長及び委員の任期は、選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終

結の時までとし、再任を妨げない。 

２．増員又は前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委

員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３．委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、

なおその職務を行わなければならない。 

 

第１０条〔裁定委員会の招集・議長〕 

１．裁定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２．裁定委員会は、３名以上の委員の出席がなければ、会議を開

き、議決をすることができない。 

３．裁定委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否

同数のときは委員長の決するところによる。 

４．委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者

が、その職務を代行する。 

 

第４節 不服申立委員会 

 

第１１条〔不服申立委員会〕 

１．不服申立委員会は、本協会の規律委員会、裁定委員会又は第

１９条に基づき懲罰権を委任された都道府県サッカー協会、地域

サッカー協会、各種連盟及び J リーグ及び公式競技会のそれぞれ

の規律委員会及び裁定委員会（ただし J リーグの裁定委員会を除

く。）において決定された懲罰に関して、当事者からの不服申立に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

き、これを再審議し、新たに決定を下す。 

２．不服申立委員会は、前項に規定する調査、審議に関し、理事

会又は評議員会に報告することができる。 

 

第３９条の２〔不服申立委員会の組織及び委員〕 

１．不服申立委員会は、委員長、副委員長及び若干名の委員をも

って構成する。 

２．委員長及び副委員長は法律家（弁護士、検察官、裁判官、法

律学の教授・准教授又はそれに準ずる者）でなければならな

い。 

３．委員は、サッカーに関する経験と知識を有し、又は学識経験

を有する者で、公正な判断をすることができるものとする。 

４．委員長、副委員長及び委員は、評議員会の決議によって選任

する。 

５．委員長、副委員長及び委員は、本協会の評議員、理事、監事、

職員又は各種委員会、規律委員会若しくは裁定委員会の委員

長若しくは委員を兼ねることができない。 

６．委員長、副委員長及び委員は非常勤とする。 

 

第３９条の３〔不服申立委員会の委員の任期〕 

１． 不服申立委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は、選任

後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２．増員又は前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委

員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３．委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、

なおその職務を行わなければならない。 

 

第３９条の４〔不服申立委員会の招集・議長〕 

基づき、これを再審議し、新たに決定を下す。 

２．不服申立委員会は、前項に規定する調査、審議に関し、理事

会又は評議員会に報告することができる。 

 

第１２条〔不服申立委員会の組織及び委員〕 

１．不服申立委員会は、委員長、副委員長及び若干名の委員をも

って構成する。 

２．委員長及び副委員長は法律家（弁護士、検察官、裁判官、法

律学の教授・准教授又はそれに準ずる者）でなければならな

い。 

３．委員は、サッカーに関する経験と知識を有し、又は学識経験

を有する者で、公正な判断をすることができるものとする。 

４．委員長、副委員長及び委員は、評議員会の決議によって選任

する。 

５．委員長、副委員長及び委員は、本協会の評議員、理事、監事、

職員又は各種委員会、規律委員会若しくは裁定委員会の委員

長若しくは委員を兼ねることができない。 

６．委員長、副委員長及び委員は非常勤とする。 

 

第１３条〔不服申立委員会の委員の任期〕 

１． 不服申立委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は、選任

後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２．増員又は前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委

員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３．委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、

なおその職務を行わなければならない。 

 

第１４条〔不服申立委員会の招集・議長〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．不服申立委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２．不服申立委員会は、３名以上の委員の出席がなければ、会議

を開き、議決をすることができない。 

３．不服申立委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。

可否同数のときは委員長の決するところによる。 

４．委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。 

５．不服申立委員会は、不服申立の理由がないことが明らかな不

服申立について、委員長、副委員長及び委員の全員が書面又

は電磁的記録によりその旨の同意の意思表示をした場合に

は、会議を開かずに書面にて議決することができる。 

 

 

 

第４０条〔決定の独立性〕 

１．本協会の司法機関（規律委員会、裁定委員会及び不服申立委

員会）は、本協会の役員、理事会、その他あらゆる個人及び

団体からの干渉を受けることなしに、それらから独立して、

懲罰に関する決定を単独で行うことができる。 

２．各司法機関は、その決定に関して相互に干渉してはならず、

他の司法機関から影響を受けることなく単独でその決定を行

うことができる。 

３．各司法機関の間に管轄に関して争いのある事案が生じた場合、

本協会の専務理事がこれを決定する。 

 

第４１条〔事務局〕 

 規律委員会、裁定委員会及び不服申立委員会の事務を処理させ

るため、各委員会に事務局を置く。 

 

第４２条〔裁定委員会に関する特別規定（裁定委員会による和解あっ

１．不服申立委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２．不服申立委員会は、３名以上の委員の出席がなければ、会議

を開き、議決をすることができない。 

３．不服申立委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。

可否同数のときは委員長の決するところによる。 

４．委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。 

５．不服申立委員会は、不服申立の理由がないことが明らかな不

服申立について、委員長、副委員長及び委員の全員が書面又

は電磁的記録によりその旨の同意の意思表示をした場合に

は、会議を開かずに書面にて議決することができる。 

 

第５節 司法機関に関するその他の事項 

 

第１５条〔決定の独立性〕 

１．本協会の司法機関（規律委員会、裁定委員会及び不服申立委

員会）は、本協会の役員、理事会、その他あらゆる個人及び

団体からの干渉を受けることなしに、それらから独立して、

懲罰に関する決定を単独で行うことができる。 

２．各司法機関は、その決定に関して相互に干渉してはならず、

他の司法機関から影響を受けることなく単独でその決定を行

うことができる。 

３．各司法機関の間に管轄に関して争いのある事案が生じた場合、

本協会の専務理事がこれを決定する。 

 

第１６条〔事務局〕 

 規律委員会、裁定委員会及び不服申立委員会の事務を処理させ

るため、各委員会に事務局を置く。 

 

第１７条〔裁定委員会に関する特別規定（裁定委員会による和解あっ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

せん）〕 

 裁定委員会は、第３８条に定める所管事項に加え、『和解あっせ

んに関する規則』に従い、加盟団体、選手等及び仲介人に関連す

る次の各号の紛争については、当事者の申立に基づき、和解をあ

っせんすることができる。ただし、Ｊリーグにおける紛争につい

てはＪリーグ規約の定めるところによるものとする。 

(1) 契約、所属及び移籍に関する紛争 

(2) 本規程等に関する権利・義務に関わる紛争 

 

 

第１２章 懲罰 

 

 

第２０１条〔規律委員会及び裁定委員会〕 

１．本協会の規律委員会及び裁定委員会は、加盟団体、選手等及

び仲介人に対し、本規程及び懲罰規程に従い、懲罰を科すこ

とができる。 

 

 

 

２．違反行為が発生した時点において本協会に加盟している加盟

団体並びに登録している選手等及び仲介人については、その

後本協会を脱退し、又は登録を抹消した場合においても、本

協会の規律委員会及び裁定委員会は懲罰を科すことができ

る。 

 

第２０２条〔懲罰の種類〕 

１．前条にかかわらず、本協会の規律委員会及び裁定委員会は、

都道府県サッカー協会、地域サッカー協会、各種連盟、Jリー

せん）〕 

 裁定委員会は、第７条に定める所管事項に加え、『和解あっせん

に関する規則』に従い、加盟団体、選手等及び仲介人に関連する

次の各号の紛争については、当事者の申立に基づき、和解をあっ

せんすることができる。ただし、Ｊリーグにおける紛争について

はＪリーグ規約の定めるところによるものとする。 

(1) 契約、所属及び移籍に関する紛争 

(2) 本規程等に関する権利・義務に関わる紛争 

 

 

第１２章 懲罰 

第６節 懲罰 

 

第１８条〔懲罰権〕 

１． 本協会の規律委員会及び裁定委員会は、基本規則第２条に定

める加盟団体、加盟チーム及び選手等並びに仲介人に関する

規則に定める仲介人に対し、本規程及び懲罰規程及びこれに

付随する諸規程に従い、懲罰を科すことができる。 

 

 

２．違反行為が発生した時点において本協会に加盟している加盟

団体、加盟チーム並びに登録している選手等及び仲介人につ

いては、その後本協会を脱退し、又は登録を抹消した場合に

おいても、本協会の規律委員会及び裁定委員会は懲罰を科す

ことができる。 

 

第１９条〔懲罰権の委任〕 

１．前条にかかわらず、本協会の規律委員会及び裁定委員会は、

都道府県サッカー協会、地域サッカー協会、各種連盟及び J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

グ及び公式競技会のそれぞれの規律委員会及び裁定委員会

（ただし、Jリーグの裁定委員会は除く。以下、本章において

「都道府県協会等の規律委員会等」という。）に対して、そ

の所管する加盟団体又は選手等に関する懲罰問題を本協会懲

罰規程にしたがって処理し、懲罰を決定・適用する権限を委

任する。 

２．都道府県サッカー協会、地域サッカー協会、各種連盟、Ｊリ

ーグ及び公式競技会においては、前項に従って懲罰問題を処

理するため、それぞれ規律委員会又は裁定委員会を設置する。 

 

３．都道府県協会等の規律委員会は、決定した全ての懲罰を記録

しなければならず、要請に応じてこれを本協会の規律委員会

又は裁定委員会に報告しなければならない。 

４．第１項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する懲罰を

科す場合には、都道府県協会等の規律委員会等には決定権は

ないものとし、懲罰案を本協会に通知し本協会の規律委員会

又は裁定委員会が懲罰を決定・適用するものとする。 

(1) ６ヶ月以上の出場停止処分、公的職務の停止・禁止・

解任又はサッカー関連活動の停止・禁止 

(2) 罰金 

(3) 没収 

(4) 下位ディビジョンへの降格 

(5)  競技会への参加資格の剥奪 

(6)  新たな選手の登録禁止 

(7) 除名 

(8)  前各号に掲げるもののほか、懲罰効果において実質的

に前各号のいずれかと同等と判断される処分 

 

第２０３条〔不服申立委員会〕 

リーグ及び公式競技会のそれぞれの規律委員会及び裁定委員

会（ただし、Jリーグの裁定委員会は除く。以下、本規則にお

いて「都道府県協会等の規律委員会等」という。）に対して、

その所管する加盟団体、加盟チーム又は選手等に関する懲罰

問題を本協会懲罰規程にしたがって処理し、懲罰を決定・適

用する権限を委任する。 

２．都道府県サッカー協会、地域サッカー協会、各種連盟及び J

リーグ及び公式競技会においては、前項に従って懲罰問題を

処理するため、それぞれ規律委員会又は裁定委員会を設置す

る。 

３．都道府県協会等の規律委員会は、決定した全ての懲罰を記録

しなければならず、要請に応じてこれを本協会の規律委員会

又は裁定委員会に報告しなければならない。 

４．第１項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する懲罰を

科す場合には、都道府県協会等の規律委員会等には決定権は

ないものとし、懲罰案を本協会に通知し本協会の規律委員会

又は裁定委員会が懲罰を決定・適用するものとする。 

(1) ６ヶ月以上の出場停止処分、公的職務の停止・禁止・

解任又はサッカー関連活動の停止・禁止 

(2) 罰金 

(3) 没収 

(4) 下位ディビジョンへの降格 

(5)  競技会への参加資格の剥奪 

(6)  新たな選手の登録禁止 

(7) 除名 

(8)  前各号に掲げるもののほか、懲罰効果において実質的

に前各号のいずれかと同等と判断される処分 

 

第２０条〔不服申立委員会の権限〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．本協会の不服申立委員会は、本協会の規律委員会又は裁定委

員会、若しくは、前条に従い本協会の規律委員会又は裁定委

員会から懲罰権を委任された都道府県協会等の規律委員会等

により科された懲罰について、当該懲罰を科された当事者か

らの申立てに基づき、これを再審議し、新たに決定を下すも

のとする。なお、本規程第２０１条第２項は、不服申立委員

会が科す懲罰にも適用されるものとする。 

２．前項の不服申立委員会による不服申立に関する事項は、本協

会懲罰規程の定めるところによる。 

３．前２項の規定による不服申立委員会の決定は最終とする。 

 

第２０４条〔懲罰の種類〕 

１．選手等に対する懲罰の種類は次のとおりとする。 

(1) 警 告  

(2) 退場・退席 

(3)  戒 告 

(4)  譴  責 

(5)  罰  金 

(6) 社会奉仕活動 

(7) 没 収 

(8) 賞の返還 

(9)  一定数、一定期間、無期限又は永久的な公式試合の出場停止 

(10)  公的職務の一時的、無期限又は永久的な停止・禁止・解任 

(11) 一定期間、無期限又は永久的なサッカー関連活動の停止・禁止 

(12) 除  名 

 

２．加盟団体に対する懲罰の種類は次のとおりとする。 

(1) 戒 告 

(2) 譴 責 

１．本協会の不服申立委員会は、本協会の規律委員会又は裁定委

員会、若しくは、前条に従い本協会の規律委員会又は裁定委

員会から懲罰権を委任された都道府県協会等の規律委員会等

により科された懲罰について、当該懲罰を科された当事者か

らの申立てに基づき、これを再審議し、新たに決定を下すも

のとする。なお、本規則第１８条第２項は、不服申立委員会

が科す懲罰にも適用されるものとする。 

２．前項の不服申立委員会による不服申立に関する事項は、本協

会懲罰規程の定めるところによる。 

３．前２項の規定による不服申立委員会の決定は最終とする。 

 

第２１条〔懲罰の種類〕 

１．選手等に対する懲罰の種類は次のとおりとする。 

(1) 警 告  

(2) 退場・退席 

(3)  戒 告 

(4)  譴  責 

(5)  罰  金 

(6) 社会奉仕活動 

(7) 没 収 

(8) 賞の返還 

(9)  一定数、一定期間、無期限又は永久的な公式試合の出場停止 

(10)  公的職務の一時的、無期限又は永久的な停止・禁止・解任 

(11) 一定期間、無期限又は永久的なサッカー関連活動の停止・禁止 

(12) 除  名 

 

２．加盟団体及び加盟チームに対する懲罰の種類は次のとおりとする。 

(1) 戒 告 

(2) 譴 責 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(3) 罰 金 

(4) 没 収 

(5) 賞の返還 

(6) 再試合 

(7) 試合結果の無効（事情により再戦を命ずる） 

(8) 得点又は勝ち点の減点又は無効 

(9) 得点を３対０として試合を没収 

(10) 観衆のいない試合の開催 

(11) 中立地における試合の開催 

(12) 一定数、一定期間、無期限又は永久的な公式試合の出場停止 

(13) 一定期間、無期限又は永久的な公的業務の全部又は一部の停止 

(14) 下位ディビジョンへの降格 

(15) 競技会への参加資格の剥奪 

(16) 新たな選手の登録禁止 

(17) 除 名 

 

３．仲介人に対する懲罰の種類は次のとおりとする。 

(1) 戒 告 

(2)  譴  責 

(3) 没 収 

(4) 賞の返還 

(5) 一定期間、無期限又は永久的な公的業務の全部又は一部の停止 

(6) 一定期間、無期限又は永久的なサッカー関連活動の停止・禁止 

(7) 除  名 

 

 

 

 

 

(3) 罰 金 

(4) 没 収 

(5) 賞の返還 

(6) 再試合 

(7) 試合結果の無効（事情により再戦を命ずる） 

(8) 得点又は勝ち点の減点又は無効 

(9) 得点を３対０として試合を没収 

(10) 観衆のいない試合の開催 

(11) 中立地における試合の開催 

(12) 一定数、一定期間、無期限又は永久的な公式試合の出場停止 

(13) 一定期間、無期限又は永久的な公的業務の全部又は一部の停止 

(14) 下位ディビジョンへの降格 

(15) 競技会への参加資格の剥奪 

(16) 新たな選手の登録禁止 

(17) 除 名 

 

３．仲介人に対する懲罰の種類は次のとおりとする。 

(1) 戒 告 

(2)  譴  責 

(3) 没 収 

(4) 賞の返還 

(5) 一定期間、無期限又は永久的な公的業務の全部又は一部の停止 

(6) 一定期間、無期限又は永久的なサッカー関連活動の停止・禁止 

(7) 除  名 

 

第７節 附則 

 

第２２条〔改  正〕 

 本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

第６節 各種委員会 

 

 

 

 

 

第４３条〔常設委員会の設置〕 

本協会の事業遂行のため、次の常設委員会を設置する。 

(1)法務委員会 

(2)競技会委員会 

(3)審判委員会 

(4)技術委員会 

(5)医学委員会 

(6)フットサル委員会 

(7)財務委員会 

(8)女子委員会 

(9)国際委員会 

 

第４３条の２〔専門委員会の設置〕 

本協会の事業遂行のため、次の専門委員会を設置する。 

(1)施設委員会 

(2)リスペクト・フェアプレー委員会 

(3)監査・コンプライアンス委員会 

(4)殿堂委員会 

(5)社会貢献委員会 

 

第２３条〔施行〕 

 本規則は、２０１７年４月１３日から施行する。 

 

各種委員会組織運営規則 

 

第１条〔目的〕 

この規則は、定款第５０条の規定に基づき、各種委員会に関し必

要な事項を定める。 

 

第２条〔常設委員会の設置〕 

本協会の事業遂行のため、次の常設委員会を設置する。 

(1)法務委員会 

(2)競技会委員会 

(3)審判委員会 

(4)技術委員会 

(5)医学委員会 

(6)フットサル委員会 

(7)財務委員会 

(8)女子委員会 

(9)国際委員会 

 

第３条〔専門委員会の設置〕 

本協会の事業遂行のため、次の専門委員会を設置する。 

(1)施設委員会 

(2)リスペクト・フェアプレー委員会 

(3)監査・コンプライアンス委員会 

(4)殿堂委員会 

(5)社会貢献委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第４４条〔組織及び委員〕 

１．各種委員会は、それぞれ委員長及び若干名の委員をもって構

成する。 

２．各種委員会の委員長及び委員は、本協会役員、地域及び都道

府県サッカー協会役員のほか、本協会の事業に関し、知識、

経験及び熱意を有する者のうちから、理事会の承認を経て会

長が委嘱する。 

 

第４５条〔委員の任期〕 

１．各種委員会の委員長及び委員の任期は、選任後２年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終

結の時までとし、再任を妨げない。 

２．増員又は前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委

員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３．委員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまで

は、なおその職務を行わなければならない。 

 

第４６条〔招集・議長〕 

１．各種委員会は、それぞれの委員長が招集し、その議長となる。 

２．各種委員会の招集は、各委員に対し会日の７日前までに通知

しなければならない。ただし、緊急の必要があるときはこの

限りでない。 

 

第４７条〔所管事項〕 

１．各種委員会の所管事項は、別表１のとおりとする。 

２．各種委員会は、所管事項に関し、理事会の諮問に応じて答申

を行い、又は諮問を待たずして意見を具申するほか、理事会

の決定に従い、所管事項に関する事業を実施する。 

 

第４条〔組織及び委員〕 

１．各種委員会は、それぞれ委員長及び若干名の委員をもって構

成する。 

２．各種委員会の委員長及び委員は、本協会役員、地域及び都道

府県サッカー協会役員のほか、本協会の事業に関し、知識、

経験及び熱意を有する者のうちから、理事会の承認を経て会

長が委嘱する。 

 

第５条〔委員の任期〕 

１．各種委員会の委員長及び委員の任期は、選任後２年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終

結の時までとし、再任を妨げない。 

２．増員又は前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委

員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３．委員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまで

は、なおその職務を行わなければならない。 

 

第６条〔招集・議長〕 

１．各種委員会は、それぞれの委員長が招集し、その議長となる。 

２．各種委員会の招集は、各委員に対し会日の７日前までに通知

しなければならない。ただし、緊急の必要があるときはこの

限りでない。 

 

第７条〔所管事項〕 

１．各種委員会の所管事項は、別表１のとおりとする。 

２．各種委員会は、所管事項に関し、理事会の諮問に応じて答申

を行い、又は諮問を待たずして意見を具申するほか、理事会

の決定に従い、所管事項に関する事業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３．２つ以上の各種委員会の所管事項に該当する事項については、

合同委員会を開催し、又は委員長間で協議したうえ、理事会

に付議するものとする。 

 

第４８条〔委員長の権限〕 

１．各種委員会の委員長は、次の権限を有する。 

(1) 理事会に出席し、その所管事項に関する報告又は意見陳

述を行うこと 

(2) 緊急を要するため、各種委員会に付議することが困難な

事項に関し、自らの判断に基づき決定すること 

２．各種委員会の委員長は、前項第２号の決定を行った場合には、

次の委員会において、これを報告しなければならない。 

 

第４９条〔事務局との連携〕 

 各種委員会は、事業の実施に関しては予め本協会事務局と密接

な連絡をとり、事務の円滑な遂行を図らなければならない。 

 

第５０条〔部会及び分科会〕 

１．各種委員会は、その所管事項に関し、理事会の承認を得て、

部会を設置することができる。 

２．各種委員会は、部会の業務遂行のため、その各種委員会の委

員及び学識経験者をもって構成する分科会を設置することが

できる。 

 

第５１条〔有給専門職〕 

１．各種委員会に、有給専門職を置くことができる。 

２．有給専門職に関する事項は、理事会が定める。 

 

第５２条〔細則の制定〕 

３．２つ以上の各種委員会の所管事項に該当する事項については、

合同委員会を開催し、又は委員長間で協議したうえ、理事会

に付議するものとする。 

 

第８条〔委員長の権限〕 

１．各種委員会の委員長は、次の権限を有する。 

(1) 理事会に出席し、その所管事項に関する報告又は意見陳

述を行うこと 

(2) 緊急を要するため、各種委員会に付議することが困難な

事項に関し、自らの判断に基づき決定すること 

２．各種委員会の委員長は、前項第２号の決定を行った場合には、

次の委員会において、これを報告しなければならない。 

 

第９条〔事務局との連携〕 

 各種委員会は、事業の実施に関しては予め本協会事務局と密接

な連絡をとり、事務の円滑な遂行を図らなければならない。 

 

第１０条〔部会及び分科会〕 

１．各種委員会は、その所管事項に関し、理事会の承認を得て、

部会を設置することができる。 

２．各種委員会は、部会の業務遂行のため、その各種委員会の委

員及び学識経験者をもって構成する分科会を設置することが

できる。 

 

第１１条〔有給専門職〕 

１．各種委員会に、有給専門職を置くことができる。 

２．有給専門職に関する事項は、理事会が定める。 

 

第１２条〔細則の制定〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 各種委員会は、その所管事項に関し、理事会の承認を得て、細

則を制定することができる。 

 

第５２条の２［特別委員会等］ 

本協会の事業遂行のため、第４３条及び第４３条の２に定める

各種委員会以外で、時限的に設置する特別委員会等は、理事会に

て定める。 

 

 

 

 

 

 

別 表 １ 〔各種委員会の所管事項〕 

 

常設委員会 

１．法務委員会 

(1) 各種規程・規則の草案 

(2) 各種法務関連政策に関する事項 

(3) サッカー界における法秩序の維持 

(4) 選手の資格に関する事項 

 

２．競技会委員会 

(1) 各種大会に関する事項と試合の監理 

(2) ＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥＡＦＦの各種大会並びにＪリーグ等の

国内大会の日程調整に関する事項 

 

３．審判委員会 

(1) 競技規則の解釈、適用 

 各種委員会は、その所管事項に関し、理事会の承認を得て、細

則を制定することができる。 

 

第１３条［特別委員会等］ 

本協会の事業遂行のため、第２条及び第３条に定める各種委員

会以外で、時限的に設置する特別委員会等は、理事会にて定める。 

 

第１４条〔改  正〕 

 本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

第６条〔施行〕 

 本規則は、２０１７年４月１３日から施行する。 

 

別 表 １ 〔各種委員会の所管事項〕 

 

常設委員会 

１．法務委員会 

(1) 各種規程・規則の草案 

(2) 各種法務関連政策に関する事項 

(3) サッカー界における法秩序の維持 

(4) 選手の資格に関する事項 

 

２．競技会委員会 

(1) 各種大会に関する事項と試合の監理 

(2) ＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥＡＦＦの各種大会並びにＪリーグ等の

国内大会の日程調整に関する事項 

 

３．審判委員会 

(1) 競技規則の解釈、適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(2) 審判員の養成 

(3) 国際審判員に関する事項 

(4) 公式競技のための審判員の派遣に関する事項 

(5) 審判員の賞罰に関する事項 

(6) 審判指導者に関する事項 

 

４．技術委員会 

(1) 日本を代表するチームの監督候補者の推挙 

(2) 日本を代表するチームの編成案の作成 

(3) 日本を代表するチームの強化 

(4) その他日本を代表するチームに関する事項 

(5) 選手の育成、強化に関する事項 

(6) ユ－ス年代の普及に関する事項 

(7) 強化方針に基づく技術指導 

(8) 指導者の養成 

(9) 指導に関するビデオ、書籍等の認定、推薦 

(10) その他技術指導に関する事項 

 

５．医学委員会 

(1) 選手の健康管理、傷害予防及び救急処置に関する事項 

(2) アンチ・ドーピングに関する事項 

(3) 日本を代表するチームの医事管理に関する事項 

(4) 指導者等に対する上記すべての教育及び普及に関する事項 

(5) 本協会主催の試合及び大会における医事管理に関する事項 

(6) その他すべての医学及び健康に関する事項 

 

６．フットサル委員会 

(1) フットサルに関する事項 

(2) フットサルに関する大会及び試合の監理 

(2) 審判員の養成 

(3) 国際審判員に関する事項 

(4) 公式競技のための審判員の派遣に関する事項 

(5) 審判員の賞罰に関する事項 

(6) 審判指導者に関する事項 

 

４．技術委員会 

(1) 日本を代表するチームの監督候補者の推挙 

(2) 日本を代表するチームの編成案の作成 

(3) 日本を代表するチームの強化 

(4) その他日本を代表するチームに関する事項 

(5) 選手の育成、強化に関する事項 

(6) ユ－ス年代の普及に関する事項 

(7) 強化方針に基づく技術指導 

(8) 指導者の養成 

(9) 指導に関するビデオ、書籍等の認定、推薦 

(10) その他技術指導に関する事項 

 

５．医学委員会 

(1) 選手の健康管理、傷害予防及び救急処置に関する事項 

(2) アンチ・ドーピングに関する事項 

(3) 日本を代表するチームの医事管理に関する事項 

(4) 指導者等に対する上記すべての教育及び普及に関する事項 

(5) 本協会主催の試合及び大会における医事管理に関する事項 

(6) その他すべての医学及び健康に関する事項 

 

６．フットサル委員会 

(1) フットサルに関する事項 

(2) フットサルに関する大会及び試合の監理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(3) ビーチサッカーに関する事項 

(4) ビーチサッカーに関する大会及び試合の監理 

 

７．財務委員会 

(1) 毎年度予算案及び決算案の審議 

(2) 資金運用、借入等資金計画に関する検討 

(3) 長期財政計画の審議 

(4) その他財務及び経理に関する重要事項の審議 

 

８. 女子委員会 

(1) 女子サッカーの強化・育成・普及に関する事項 

 

９．国際委員会 

(1) ＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥＡＦＦその他外国団体との交渉 

(2) アジア協力に関する事項 

(3) 上記以外の国際関係 

 

 

専門委員会 

１．施設委員会 

(1) 競技会の施設関係の指導 

(2) 施設及び用具に関する規程基準の研究指導 

(3) 施設に関する情報の収集 

(4) 施設の増加、改善対策 

(5) ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）に関する事項 

 

２．リスペクト・フェアプレー委員会 

(1) リスペクトに関する事項 

(2) フェアプレーに関する事項 

(3) ビーチサッカーに関する事項 

(4) ビーチサッカーに関する大会及び試合の監理 

 

７．財務委員会 

(1) 毎年度予算案及び決算案の審議 

(2) 資金運用、借入等資金計画に関する検討 

(3) 長期財政計画の審議 

(4) その他財務及び経理に関する重要事項の審議 

 

８. 女子委員会 

(1) 女子サッカーの強化・育成・普及に関する事項 

 

９．国際委員会 

(1) ＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥＡＦＦその他外国団体との交渉 

(2) アジア協力に関する事項 

(3) 上記以外の国際関係 

 

 

専門委員会 

１．施設委員会 

(1) 競技会の施設関係の指導 

(2) 施設及び用具に関する規程基準の研究指導 

(3) 施設に関する情報の収集 

(4) 施設の増加、改善対策 

(5) ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）に関する事項 

 

２．リスペクト・フェアプレー委員会 

(1) リスペクトに関する事項 

(2) フェアプレーに関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(3) 差別、暴力対策に対する事項 

 

３．監査・コンプライアンス委員会 

(1) 監査に関する事項 

(2) コンプライアンス等に関する事項 

 

４．殿堂委員会 

(1) 日本サッカー殿堂掲額者の候補者の選考 

(2) 日本サッカー殿堂に関する事項  

 

５．社会貢献委員会 

(1) 社会貢献に関する事項 

 

 

 

 

 

第７節 事務局 

 

 

 

 

 

第５３条〔事務局〕 

１．本協会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２．事務局には有給の職員を置く。 

３．会長は、事務総長の提案に基づき、管理職の地位にある職員

を任免する。 

４．事務総長は、管理職以外の職員を任免する。 

(3) 差別、暴力対策に対する事項 

 

３．監査・コンプライアンス委員会 

(1) 監査に関する事項 

(2) コンプライアンス等に関する事項 

 

４．殿堂委員会 

(1) 日本サッカー殿堂掲額者の候補者の選考 

(2) 日本サッカー殿堂に関する事項  

 

５．社会貢献委員会 

(1) 社会貢献に関する事項 

 

 

 

 

 

事務局の組織及び運営に関する規則 

 

第１条〔目的〕 

この規則は、定款第５０条の規定に基づき、事務局に関し必要な

事項を定める。 

 

第２条〔事務局〕 

１．本協会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２．事務局には有給の職員を置く。 

３．会長は、事務総長の提案に基づき、管理職の地位にある職員

を任免する。 

４．事務総長は、管理職以外の職員を任免する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第５３条の２〔事務総長〕 

１．事務局の最高責任者として事務総長を置く。 

２．事務総長は、会長の提案に基づき、理事会が選任及び解任す

る。 

３．事務総長の任期は、２年（選任後２年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで）

とする。 

４．事務総長は、本協会の評議員、理事、監事又は司法機関若し

くは各種委員会の委員長若しくは委員を兼ねることができな

い。 

５．事務総長は、以下の事務を担当する。 

(1)評議員会及び理事会における決定に関する事項 

(2)評議員会、理事会及び各種委員会等への出席 

(3)評議員会、理事会及びその他機関の会議の運営 

(4)評議員会、理事会及び各種委員会の議事録の作成 

(5)本協会の財務及び会計に関する事項 

(6)本協会の公式文書の受発信に関する事項 

(7)加盟団体、理事会、各種委員会、ＦＩＦＡ、ＡＦＣ、各大

陸連盟及び各国協会等との関係に関する事項 

(8)事務局の運営 

(9)管理職以外の職員の任免 

(10)管理職の地位にある職員の任免に関する会長への提案 

 

第５４条〔事務局に関する規程〕 

 本規程に定めるもののほか、事務局の組織、運営及び事務処理

に関する裁量権限は、理事会の定めるところによる。 

 

 

 

第３条〔事務総長〕 

１．事務局の最高責任者として事務総長を置く。 

２．事務総長は、会長の提案に基づき、理事会が選任及び解任す

る。 

３．事務総長の任期は、２年（選任後２年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで）

とする。 

４．事務総長は、本協会の評議員、理事、監事又は司法機関若し

くは各種委員会の委員長若しくは委員を兼ねることができな

い。 

５．事務総長は、以下の事務を担当する。 

(1)評議員会及び理事会における決定に関する事項 

(2)評議員会、理事会及び各種委員会等への出席 

(3)評議員会、理事会及びその他機関の会議の運営 

(4)評議員会、理事会及び各種委員会の議事録の作成 

(5)本協会の財務及び会計に関する事項 

(6)本協会の公式文書の受発信に関する事項 

(7)加盟団体、加盟チーム、理事会、各種委員会、ＦＩＦＡ、

ＡＦＣ、各大陸連盟及び各国協会等との関係に関する事項 

(8)事務局の運営 

(9)管理職以外の職員の任免 

(10)管理職の地位にある職員の任免に関する会長への提案 

 

第４条〔事務局に関する規定〕 

 本規則に定めるもののほか、事務局の組織、運営及び事務処理

に関する裁量権限は、理事会の定めるところによる。 

 

第５条〔改  正〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 加盟団体 

 

第１節 総則 

 

 

 

 

第５５条〔定  義〕 

 次の用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 加盟チーム 

本協会の制定した競技規則に基づきサッカーを行うチー

ムであって、本章の定めるところに従い本協会に加盟した

もの 

(2) 都道府県サッカー協会 

各都道府県におけるサッカー界を統括し、その普及振興

を行い、本協会の趣旨に賛同する団体であって、本章の定

めるところに従い本協会に加盟したもの 

(3) 地域サッカー協会 

全国を次の９地域に分割し、各地域内の都道府県サッカ

 本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

第６条〔施行〕 

 本規則は、２０１７年４月 XX日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

加盟チーム規則 

 

第１節 総則 

第１条〔目的〕 

この規則は、定款第５０条の規定に基づき、加盟チームに関し必

要な事項を定める。 

 

第２条〔定  義〕 

 次の用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 加盟チーム 

本協会の制定した競技規則に基づきサッカーを行うチー

ムであって、本規則の定めるところに従い本協会に加盟し

たもの 

(2) 都道府県サッカー協会 

各都道府県におけるサッカー界を統括し、その普及振興

を行い、本協会の趣旨に賛同する団体であって、本章の定

めるところに従い本協会に加盟したもの 

(3) 地域サッカー協会 

全国を次の９地域に分割し、各地域内の都道府県サッカ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ー協会がそれぞれ共同して設置した地域組織（ただし、北

海道に関しては、北海道サッカー協会を地域組織とみな

す。） 

 

(4) 準加盟チーム 

本協会の制定した競技規則に基づきサッカーを行い、日

本国内に在留する外国籍の選手（日本国籍を有しない選手）

を６名以上（フットサルの場合は４名以上）登録している

チームであって、本章の定めるところに従い本協会に加盟

したもの 

 

 

第２節 加盟チーム 

  

第５６条〔種  別〕 

１．加盟チームの種別は、次のとおりとする。 

(1)サッカー 

① 第１種 

年齢を制限しない選手により構成されるチーム 

地  域 都  道  府  県 

北海道 

東  北 

関  東 

北信越 

東  海 

関  西 

中  国 

四  国 

九  州 

北海道 

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 

長野、新潟、富山、石川、福井 

静岡、愛知、三重、岐阜 

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 

鳥取、島根、岡山、広島、山口 

香川、徳島、愛媛、高知 

福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

ー協会がそれぞれ共同して設置した地域組織（ただし、北

海道に関しては、北海道サッカー協会を地域組織とみな

す。） 

 

(2) 準加盟チーム 

本協会の制定した競技規則に基づきサッカーを行い、日

本国内に在留する外国籍の選手（日本国籍を有しない選手）

を６名以上（フットサルの場合は４名以上）登録している

チームであって、本規則の定めるところに従い本協会に加

盟したもの。ただし、J リーグに所属するクラブの第一種

チームはこの限りではない。 

 

第２節 加盟チーム 

  

第３条〔種  別〕 

１．加盟チームの種別は、次のとおりとする。 

(1)サッカー 

① 第１種 

年齢を制限しない選手により構成されるチーム 

地  域 都  道  府  県 

北海道 

東  北 

関  東 

北信越 

東  海 

関  西 

中  国 

四  国 

九  州 

北海道 

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 

長野、新潟、富山、石川、福井 

静岡、愛知、三重、岐阜 

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 

鳥取、島根、岡山、広島、山口 

香川、徳島、愛媛、高知 

福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

② 第２種  

１８歳未満の選手により構成されるチーム 

ただし、高等学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。 

③ 第３種  

１５歳未満の選手により構成されるチーム 

ただし、中学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。 

④ 第４種  

１２歳未満の選手により構成されるチーム 

ただし、小学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。 

⑤ 女  子  

女子の選手により構成されるチーム 

ただし、１２才未満の選手は、第４種チームに登録するものとする。 

⑥ シニア ４０歳以上の選手により構成されるチ－ム   

(2)フットサル 

① フットサル第１種 

年齢を制限しない選手により構成されるチーム 

② フットサル第２種 

１８歳未満の選手により構成されるチーム 

ただし、高等学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。 

③ フットサル第３種 

１５歳未満の選手により構成されるチーム 

ただし、中学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。 

④ フットサル第４種 

１２歳未満の選手により構成されるチーム 

ただし、小学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。 

２． 前項に定める年齢は、当該登録年度開始日の前日（３月３１日）

現在の年齢とする。ただし、シニアの種別については、当該登

録年度最終日（３月３１日）現在の年齢とする。 

 

② 第２種  

１８歳未満の選手により構成されるチーム 

ただし、高等学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。 

③ 第３種  

１５歳未満の選手により構成されるチーム 

ただし、中学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。 

④ 第４種  

１２歳未満の選手により構成されるチーム 

ただし、小学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。 

⑤ 女  子  

女子の選手により構成されるチーム 

ただし、１２才未満の選手は、第４種チームに登録するものとする。 

⑥ シニア ４０歳以上の選手により構成されるチ－ム   

(2)フットサル 

① フットサル第１種 

年齢を制限しない選手により構成されるチーム 

② フットサル第２種 

１８歳未満の選手により構成されるチーム 

ただし、高等学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。 

③ フットサル第３種 

１５歳未満の選手により構成されるチーム 

ただし、中学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。 

④ フットサル第４種 

１２歳未満の選手により構成されるチーム 

ただし、小学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。 

２． 前項に定める年齢は、当該登録年度開始日の前日（３月３１日）

現在の年齢とする。ただし、シニアの種別については、当該登

録年度最終日（３月３１日）現在の年齢とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第５７条〔加盟登録〕 

本協会に加盟登録しようとするチームは、所在地の都道府県サッ

カー協会に登録申請をして、その承認を得なければならない。 

 

第５８条〔加盟登録の手続き〕 

１．加盟チームは、毎年４月末日までに、登録申請をしなければ

ならない。都道府県サッカー協会は、５月２０日までに（た

だし、前条に規定する新たな加盟登録の場合には、その後遅

延なく）承認しなければならない。 

２．加盟登録は、第１項所定の申請が都道府県サッカー協会に到

達したときに効力を発生する。ただし、内容に不当又は不備

が発見されたときはこの限りでない。 

３．本協会主催の競技会に参加しようとする加盟チームについて

は、第１項及び第２項の規定にかかわらず、その競技会の開

始期日までにその加盟登録手続きが完了していなければなら

ない。 

 

第５９条〔加盟チームの権利及び義務〕 

１．加盟チームは、次の事項に関する権利を有する。 

(1)  所在地の都道府県サッカー協会の組織単位としてその

施策に関与すること 

(2)  本協会、都道府県サッカー協会又は地域サッカー協会が

主催する競技会に参加すること（ただし、外国籍選手の

参加については、各競技会要項の定めるところによる。） 

２．加盟チームは、次の事項を遵守する義務を負う。これらの義

務の違反は、本規程及びその附属規程並びにＦＩＦＡ、ＡＦ

Ｃ、ＥＡＦＦ、本協会、都道府県サッカー協会又は地域サッ

カー協会の組織の諸規則に規定された制裁の理由となり得

る。 

第４条〔加盟登録〕 

本協会に加盟登録しようとするチームは、所在地の都道府県サッ

カー協会に登録申請をして、その承認を得なければならない。 

 

第５条〔加盟登録の手続き〕 

１．加盟チームは、原則として、毎年４月末日までに、チームに

関する登録申請を行うよう努めなければならない。ただし、

所管の都道府県サッカー協会が認めた場合はこの限りではな

い。 

２．競技会に参加しようとする加盟チームは、その競技会が定め

る期限日までにチームの登録手続きを完了しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

第６条〔加盟チームの権利及び義務〕 

１．加盟チームは、次の事項に関する権利を有する。 

(1)  所在地の都道府県サッカー協会の組織単位としてその

施策に関与すること 

(2)  本協会、都道府県サッカー協会又は地域サッカー協会が

主催する競技会に参加すること（ただし、外国籍選手の

参加については、各競技会要項の定めるところによる。） 

２．加盟チームは、次の事項を遵守する義務を負う。これらの義

務の違反は、本規則及びその附属規程並びにＦＩＦＡ、ＡＦ

Ｃ、ＥＡＦＦ、本協会、都道府県サッカー協会又は地域サッ

カー協会の組織の諸規則に規定された制裁の理由となり得

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(1)  本協会、所在地の都道府県サッカー協会及び地域サッカ

ー協会が定める登録料（分担金）を納付すること 

(2)  本協会の機関誌（有料）を購読すること 

(3)  毎年「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」及

び「フットサル選手の登録と移籍等に関する規則」に

定めるところにより、選手氏名その他の所要事項を登録

すること 

(4)  第７章〔審判〕に定める資格を有する審判員を、自己の

チームに所属する審判員として、１名以上を登録するこ

と（サッカーチームの場合はサッカー審判員を、フット

サルチームの場合はフットサル審判員を登録する。） 

 

(5) 代表者、監督及びコーチを登録すること（ただし、コー

チについては、第 4種チームにおいて監督が本協会が認

定する指導者ライセンスを保有していない場合を除き

任意とする。） 

(6)  『ユニフォーム規程』に定めるユニフォームを用意する

こと 

(7)  ＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道府県サッカ

ー協会又は地域サッカー協会が主催する競技会に参加

するものとし、これらが主催しない有料競技会には参加

しないこと 

(8) いかなる時でもＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、

都道府県サッカー協会若しくは地域サッカー協会の組

織又はＣＡＳの規約、規則、指令及び決定並びに裁定等

を完全に遵守すること 

(9) 所属選手がＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道

府県サッカー協会若しくは地域サッカー協会の組織又

はＣＡＳの規約、規則、指令及び決定並びに裁定等を遵

(1)  本協会、所在地の都道府県サッカー協会及び地域サッカ

ー協会が定める登録料（分担金）を納付すること 

(2)  本協会の機関誌（有料）を購読すること 

(3)  毎年「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」及

び「フットサル選手の登録と移籍等に関する規則」に

定めるところにより、選手氏名その他の所要事項を登録

すること 

(4)  審判員及び審判指導者に関する規則に定める資格を有

する審判員を、自己のチームに所属する審判員として、

１名以上を登録すること（サッカーチームの場合はサッ

カー審判員を、フットサルチームの場合はフットサル審

判員を登録する。） 

(5) 代表者、監督及びコーチを登録すること（ただし、コー

チについては、第 4種チームにおいて監督が本協会が認

定する指導者ライセンスを保有していない場合を除き

任意とする。） 

(6)  『ユニフォーム規程』に定めるユニフォームを用意する

こと 

(7)  ＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道府県サッカ

ー協会又は地域サッカー協会が主催する競技会に参加

するものとし、これらが主催しない有料競技会には参加

しないこと 

(8) いかなる時でもＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、

都道府県サッカー協会若しくは地域サッカー協会の組

織又はＣＡＳの規約、規則、指令及び決定並びに裁定等

を完全に遵守すること 

(9) 所属選手がＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道

府県サッカー協会若しくは地域サッカー協会の組織又

はＣＡＳの規約、規則、指令及び決定並びに裁定等を遵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

守することを確実にすること 

(10) 競技規則を尊重すること 

(11) 本規程及びその附属規程並びにＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡ

ＦＦ、本協会、都道府県サッカー協会又は地域サッカー

協会の組織の諸規則から生じるその他の義務の一切を

完全に遵守すること 

３．加盟チームは、『ユニフォーム規程』に定めるところに従い、

ユニフォームに第三者のための広告を表示することができ

る。 

４．加盟チームは、本協会が定める期日までに、監督登録料（チ

ームあたり２,０００円）を納付しなければならない。ただし、

ＪＦＡ公認指導者登録が完了している監督については免除す

る。 

 

第６０条〔代表チームへの参加義務〕 

 加盟チームは、所属選手が本協会により代表チーム又は選抜チ

ーム等の一員として招聘された場合、当該選手を参加させる義務

を負う。ただし、傷害又は疾病のために、本協会の招聘に応ずる

ことができない選手は、本協会の選定した医師の健康診断を受け

なければならない。 

 

第６１条〔加盟チーム等に対する懲罰〕 

 加盟チーム又はこれに所属する登録選手が前条の義務を怠り、

又は本規程に違反し、選手の名誉を傷つける等の行為があったと

きは、そのチーム又は選手は本規程第１２章〔懲罰〕にしたがっ

て懲罰を科されるものとする。 

 

第７節 準加盟チーム 

 

守することを確実にすること 

(10) 競技規則を尊重すること 

(11) 本規則及びその附属規程並びにＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡ

ＦＦ、本協会、都道府県サッカー協会又は地域サッカー

協会の組織の諸規則から生じるその他の義務の一切を

完全に遵守すること 

３．加盟チームは、『ユニフォーム規程』に定めるところに従い、

ユニフォームに第三者のための広告を表示することができ

る。 

４．加盟チームは、本協会が定める期日までに、監督登録料（チ

ームあたり２,０００円）を納付しなければならない。ただし、

ＪＦＡ公認指導者登録が完了している監督については免除す

る。 

 

第７条〔代表チームへの参加義務〕 

 加盟チームは、所属選手が本協会により代表チーム又は選抜チ

ーム等の一員として招聘された場合、当該選手を参加させる義務

を負う。ただし、傷害又は疾病のために、本協会の招聘に応ずる

ことができない選手は、本協会の選定した医師の健康診断を受け

なければならない。 

 

第８条〔加盟チーム等に対する懲罰〕 

 加盟チーム又はこれに所属する登録選手が前条の義務を怠り、

又は本規則に違反し、選手の名誉を傷つける等の行為があったと

きは、そのチーム又は選手は懲罰規程にしたがって懲罰を科され

るものとする。 

 

第３節 準加盟チーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第７５条〔準加盟チーム〕 

１．準加盟チームに関する事項は、本節に定めるところによる。 

２．学校教育法に基づく単一学校のチームについては、登録選手

中に６名以上（フットサルの場合は４名以上）の外国籍の選

手が登録されている場合であっても、本節の規定を適用しな

い。 

３．準加盟チームの種別は第５６条に準ずる｡ 

 

第７６条〔外国籍扱いしない選手〕 

１．日本で生まれ、次の各号のいずれかに該当する選手は、日本

国籍を有しない場合でも、本規程の適用に関しては、外国籍

の選手とはみなさない。 

(1)  学校教育法第１条に定める学校において、教育基本法第

５条に定める義務教育中の者又は義務教育を終了した

者 

(2)  学校教育法第１条に定める高等学校又は大学を卒業し

た者 

２．前項の適用を受けるためには、加盟チームが「外国籍選手登

録申請書（第７６条に該当する選手）」《書式第８号》で本

協会に申請し、承認を得るものとする。ただし、その適用は、

加盟チームにつき１名に限るものとする。 

 

第７７条〔加盟登録〕 

１．本協会に加盟登録しようとする準加盟チームは、所在地の都

道府県サッカー協会に登録申請をして、その承認を得なけれ

ばならない。 

２．加盟登録の手続きは､第５８条に準ずる｡ 

 

第７８条〔出場資格〕 

第９条〔準加盟チーム〕 

１．準加盟チームに関する事項は、本節に定めるところによる。 

２．学校教育法に基づく単一学校のチームについては、登録選手

中に６名以上（フットサルの場合は４名以上）の外国籍の選

手が登録されている場合であっても、本節の規定を適用しな

い。 

３．準加盟チームの種別は第３条に準ずる｡ 

 

第１０条〔外国籍扱いしない選手〕 

１．日本で生まれ、次の各号のいずれかに該当する選手は、日本

国籍を有しない場合でも、本規則の適用に関しては、外国籍

の選手とはみなさない。 

(1)  学校教育法第１条に定める学校において、教育基本法第

５条に定める義務教育中の者又は義務教育を終了した

者 

(2)  学校教育法第１条に定める高等学校又は大学を卒業し

た者 

２．前項の適用を受けるためには、加盟チームが「外国籍選手登

録申請書（外国籍扱いしない選手）」《書式第８号》で本協

会に申請し、承認を得るものとする。ただし、その適用は、

加盟チームにつき１名に限るものとする。 

 

第１１条〔加盟登録〕 

１．本協会に加盟登録しようとする準加盟チームは、所在地の都

道府県サッカー協会に登録申請をして、その承認を得なけれ

ばならない。 

２．加盟登録の手続きは､第５条に準ずる｡ 

 

第１２条〔出場資格〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 準加盟チームは、その所在地の都道府県サッカー協会が主催す

る競技会にのみ出場することができる。ただし、当該競技会の主

催者が出場を認めた場合はこの限りでない。 

 

第７９条〔権利及び義務〕 

１．準加盟チームは、次の事項を遵守しなければならない。これ

らの義務の違反は、本規程及びその附属規程並びにＦＩＦＡ、

ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道府県サッカー協会又は地域

サッカー協会の組織の諸規則に規定された制裁の理由となり

得る。 

(1) 本協会、所在地の都道府県サッカー協会及び地域サッカ

ー協会が定める登録料（分担金）を納付すること 

(2) 本協会の機関誌（有料）を購読すること 

(3) 毎年「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」及

び「フットサル選手の登録と移籍等に関する規則」に

定めるところにより、選手氏名その他の所要事項を登録

すること 

(4) 第７章〔審判〕に定める審判員を、自己のチームに所属

する審判員として､１名以上を登録すること（サッカー

チームの場合はサッカー審判員を、フットサルチームの

場合はフットサル審判員を登録する。） 

 

(5) 代表者、監督及びコーチを登録すること（ただし、コー

チについては、第 4種チームにおいて監督が本協会が認

定する指導者ライセンスを保有していない場合を除き

任意とする。） 

(6) 『ユニフォーム規程』に定めるユニフォームを用意する

こと 

(7) ＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道府県サッカ

 準加盟チームは、その所在地の都道府県サッカー協会が主催す

る競技会にのみ出場することができる。ただし、当該競技会の主

催者が出場を認めた場合はこの限りでない。 

 

第１３条〔権利及び義務〕 

１．準加盟チームは、次の事項を遵守しなければならない。これ

らの義務の違反は、本規則及びその附属規程並びにＦＩＦＡ、

ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道府県サッカー協会又は地域

サッカー協会の組織の諸規則に規定された制裁の理由となり

得る。 

(1) 本協会、所在地の都道府県サッカー協会及び地域サッカ

ー協会が定める登録料（分担金）を納付すること 

(2) 本協会の機関誌（有料）を購読すること 

(3) 毎年「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」及

び「フットサル選手の登録と移籍等に関する規則」に

定めるところにより、選手氏名その他の所要事項を登録

すること 

(4)  審判員及び審判指導者に関する規則に定める審判員

を、自己のチームに所属する審判員として､１名以上を

登録すること（サッカーチームの場合はサッカー審判員

を、フットサルチームの場合はフットサル審判員を登録

する。） 

(5) 代表者、監督及びコーチを登録すること（ただし、コー

チについては、第 4種チームにおいて監督が本協会が認

定する指導者ライセンスを保有していない場合を除き

任意とする。） 

(6) 『ユニフォーム規程』に定めるユニフォームを用意する

こと 

(7) ＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道府県サッカ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ー協会又は地域サッカー協会が主催する競技会に参加

するものとし、これらが主催しない有料競技会には参加

しないこと 

(8) いかなる時でもＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、

都道府県サッカー協会若しくは地域サッカー協会の組

織又はＣＡＳの規約、規則、指令及び決定並びに裁定等

を完全に遵守すること 

(9) 所属選手がＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道

府県サッカー協会若しくは地域サッカー協会の組織又

はＣＡＳの規約、規則、指令及び決定並びに裁定等を遵

守することを確実にすること 

(10) 競技規則を尊重すること 

(11) 本規程及びその附属規程並びにＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡ

ＦＦ、本協会、都道府県サッカー協会又は地域サッカー

協会の組織の諸規則から生じるその他の義務の一切を

完全に遵守すること 

２．準加盟チームは、『ユニフォーム規程』に定めるところに従

い、ユニフォームに第三者のための広告を表示することがで

きる｡ 

３．準加盟チームは､本協会が定める期日までに、監督登録料（チ

ームあたり２,０００円）を納付しなければならない。ただし、

ＪＦＡ公認指導者登録が完了している監督については免除す

る。 

４．準加盟チームは､所属選手が本協会により代表チーム又は選抜

チーム等の一員として招聘された場合､当該選手を参加させ

る義務を負う。ただし、傷害又は疾病のために､本協会の招聘

に応じることができない選手は、本協会の選定した医師の健

康診断を受けなければならない｡ 

 

ー協会又は地域サッカー協会が主催する競技会に参加

するものとし、これらが主催しない有料競技会には参加

しないこと 

(8) いかなる時でもＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、

都道府県サッカー協会若しくは地域サッカー協会の組

織又はＣＡＳの規約、規則、指令及び決定並びに裁定等

を完全に遵守すること 

(9) 所属選手がＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道

府県サッカー協会若しくは地域サッカー協会の組織又

はＣＡＳの規約、規則、指令及び決定並びに裁定等を遵

守することを確実にすること 

(10) 競技規則を尊重すること 

(11) 本規則及びその附属規程並びにＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡ

ＦＦ、本協会、都道府県サッカー協会又は地域サッカー

協会の組織の諸規則から生じるその他の義務の一切を

完全に遵守すること 

２．準加盟チームは、『ユニフォーム規程』に定めるところに従

い、ユニフォームに第三者のための広告を表示することがで

きる｡ 

３．準加盟チームは､本協会が定める期日までに、監督登録料（チ

ームあたり２,０００円）を納付しなければならない。ただし、

ＪＦＡ公認指導者登録が完了している監督については免除す

る。 

４．準加盟チームは､所属選手が本協会により代表チーム又は選抜

チーム等の一員として招聘された場合､当該選手を参加させ

る義務を負う。ただし、傷害又は疾病のために､本協会の招聘

に応じることができない選手は、本協会の選定した医師の健

康診断を受けなければならない｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第８０条〔懲 罰〕 

 準加盟チーム又はこれに所属する登録選手が前条の義務を怠り、又

は本規程に違反し、サッカー競技者の名誉を傷つける等の行為があっ

たときは、そのチーム又は選手は本規程第１２章〔懲罰〕にしたがっ

て懲罰を科されるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５５条〔定  義〕 

 次の用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 加盟チーム 

本協会の制定した競技規則に基づきサッカーを行う

第１４条〔懲 罰〕 

 準加盟チーム又はこれに所属する登録選手が前条の義務を怠り、又

は本規則に違反し、サッカー競技者の名誉を傷つける等の行為があっ

たときは、そのチーム又は選手は懲罰規程にしたがって懲罰を科され

るものとする。 

 

第４節 附則 

 

第１５条〔改  正〕 

 本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

第１６条〔施行〕 

 本規則は、２０１７年４月１３日から施行する。 

 

 

 

 

加盟団体規則 

 

第１節 総則 

 

第１条〔目的〕 

この規則は、定款第１０条 1 項の規定に基づき、加盟団体に関し

必要な事項を定める。 

 

第２条〔定  義〕 

 次の用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 加盟チーム 

本協会の制定した競技規則に基づきサッカーを行う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

チームであって、本章の定めるところに従い本協会に

加盟したもの 

(2) 都道府県サッカー協会 

各都道府県におけるサッカー界を統括し、その普及

振興を行い、本協会の趣旨に賛同する団体であって、

本章の定めるところに従い本協会に加盟したもの 

(3) 地域サッカー協会 

全国を次の９地域に分割し、各地域内の都道府県サ

ッカー協会がそれぞれ共同して設置した地域組織（た

だし、北海道に関しては、北海道サッカー協会を地域

組織とみなす。） 

 

 

(4) 準加盟チーム 

本協会の制定した競技規則に基づきサッカーを行

い、日本国内に在留する外国籍の選手（日本国籍を有

しない選手）を６名以上（フットサルの場合は４名以

上）登録しているチームであって、本章の定めるとこ

地  域 都  道  府  県 

北海道 

東  北 

関  東 

北信越 

東  海 

関  西 

中  国 

四  国 

九  州 

北海道 

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 

長野、新潟、富山、石川、福井 

静岡、愛知、三重、岐阜 

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 

鳥取、島根、岡山、広島、山口 

香川、徳島、愛媛、高知 

福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

チームであって、本章の定めるところに従い本協会に

加盟したもの 

(1) 都道府県サッカー協会 

各都道府県におけるサッカー界を統括し、その普及

振興を行い、本協会の趣旨に賛同する団体であって、

本規程の定めるところに従い本協会に加盟したもの 

(2) 地域サッカー協会 

全国を次の９地域に分割し、各地域内の都道府県サ

ッカー協会がそれぞれ共同して設置した地域組織（た

だし、北海道に関しては、北海道サッカー協会を地域

組織とみなす。） 

 

地  域 都  道  府  県 

 

北海道 

東  北 

関  東 

北信越 

東  海 

関  西 

中  国 

四  国 

   

 

 

北海道 

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 

長野、新潟、富山、石川、福井 

静岡、愛知、三重、岐阜 

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 

鳥取、島根、岡山、広島、山口 

香川、徳島、愛媛、高知 

 

 

 

 

(4) 準加盟チーム 

本協会の制定した競技規則に基づきサッカーを行

い、日本国内に在留する外国籍の選手（日本国籍を有

しない選手）を６名以上（フットサルの場合は４名以

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ろに従い本協会に加盟したもの 

 

 

第３節 都道府県サッカー協会 

 

第６２条〔権 限〕 

 都道府県サッカー協会は、各都道府県におけるサッカー界を統

括し、各都道府県におけるサッカーの普及及び振興を図る。 

 

第６３条〔組 織〕 

１．都道府県サッカー協会は、次の機関及び組織を保有しなけれ

ばならない。 

(1)  議決機関 

(2)  執行機関 

(3)  各種委員会（本協会の各種委員会に準じた組織及び機能

を有すること。） 

２．都道府県サッカー協会の名称には、「都」、「道」、「府」

又は「県」を明示しなければならない。 

３．都道府県サッカー協会は、支部を保有することができる。 

４．都道府県サッカー協会は、原則として、地区／市区郡町村サ

ッカー協会を加盟団体とする。 

５．支部及び地区／市区郡町村サッカー協会に関する規定等は、

都道府県サッカー協会が別に定めるものとする。 

 

第６４条〔評議員の推薦〕  ＜削除＞ 

 

第６５条〔全国専務理事会議〕 

１．会長は、必要と認めたときは、全国専務理事会議（都道府県

サッカー協会の代表者会議）を招集することができる。 

上）登録しているチームであって、本章の定めるとこ

ろに従い本協会に加盟したもの 

 

第２節 都道府県サッカー協会 

 

第３条〔権 限〕 

 都道府県サッカー協会は、各都道府県におけるサッカー界を統

括し、各都道府県におけるサッカーの普及及び振興を図る。 

 

第４条〔組 織〕 

１．都道府県サッカー協会は、次の機関及び組織を保有しなけれ

ばならない。 

(1)  議決機関 

(2)  執行機関 

(3)  各種委員会（本協会の各種委員会に準じた組織及び機能

を有すること。） 

２．都道府県サッカー協会の名称には、「都」、「道」、「府」

又は「県」を明示しなければならない。 

３．都道府県サッカー協会は、支部を保有することができる。 

４．都道府県サッカー協会は、原則として、地区／市区郡町村サ

ッカー協会を当該都道府県サッカー協会の加盟団体とする。 

５．支部及び地区／市区郡町村サッカー協会に関する規定等は、

都道府県サッカー協会が別に定めるものとする。 

 

第５条〔評議員の推薦〕  ＜削除＞ 

 

第６条〔都道府県サッカー協会代表者会議〕 

１．会長は、必要と認めたときは、都道府県サッカー協会代表者

会議を招集することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議名称の変更 

 



 

２．専務理事（都道府県サッカー協会の代表者）が前項の会議に

出席することができないときは、理事がその代理として出席

することができる。 

 

第６６条〔届出義務〕 

１．都道府県サッカー協会は、毎年、事業年度開始の１か月前か

ら１か月後の間に、その事業年度に関する次の書類を本協会

に届け出なければならない。 

(1)  事業計画書 

(2)  収支予算書 

(3)  役員の名簿及び業務分担表 

(4)  執行機関及び議決機関の議事録 

２．都道府県サッカー協会は、毎年、事業年度終了後３か月以内

に、その事業年度に関する次の書類を本協会に届け出なけれ

ばならない。 

(1)  事業報告書 

(2)  財務諸表及び収支計算書 

(3)  執行機関及び議決機関の議事録 

 

第６７条〔登録料（分担金）〕 

１．都道府県サッカー協会は、毎年５月末日までに、次項に定め

る方式により算出された登録料（分担金）を、本協会に納付

しなければならない。 

２．登録料（分担金）の金額は、次の各号の合計金額とする。 

(1)  第１種加盟チーム数 ×７，０００円 

(2)  第１種加盟チーム選手数 ×２，０００円 

(3)  第２種加盟チーム数 ×２，５００円 

(4)  第２種加盟チーム選手数 ×１，０００円 

(5)  第３種加盟チーム数 ×２，５００円 

２．専務理事（都道府県サッカー協会の代表者）が前項の会議に

出席することができないときは、理事がその代理として出席

することができる。 

 

第７条〔届出義務〕 

１．都道府県サッカー協会は、毎年、事業年度開始の１か月前か

ら１か月後の間に、その事業年度に関する次の書類を本協会

に届け出なければならない。 

(1)  事業計画書 

(2)  収支予算書 

(3)  役員の名簿及び業務分担表 

(4)  執行機関及び議決機関の議事録 

２．都道府県サッカー協会は、毎年、事業年度終了後３か月以内

に、その事業年度に関する次の書類を本協会に届け出なけれ

ばならない。 

(1)  事業報告書 

(2)  財務諸表及び収支計算書 

(3)  執行機関及び議決機関の議事録 

 

第８条〔登録料（分担金）〕 

１．都道府県サッカー協会は、毎年５月末日までに、次項に定め

る方式により算出された登録料（分担金）を、本協会に納付

しなければならない。 

２．登録料（分担金）の金額は、次の各号の合計金額とする。 

(1)  第１種加盟チーム数 ×７，０００円 

(2)  第１種加盟チーム選手数 ×２，０００円 

(3)  第２種加盟チーム数 ×２，５００円 

(4)  第２種加盟チーム選手数 ×１，０００円 

(5)  第３種加盟チーム数 ×２，５００円 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(6)  第３種加盟チーム選手数 ×  ７００円 

(7)  第４種加盟チーム数 ×２，５００円 

(8)  第４種加盟チーム選手数 ×   ７００円 

(9)  女子加盟チーム（年齢を制限しない選手により構成され

る、又は日本女子サッカーリーグに加盟する）数 

×７，０００円 

(10) 女子加盟チーム（１２歳以上１８歳未満又は高等学校・

中学校在学中の選手により構成される）数                   

×２，５００円 

(11) 女子加盟チーム選手（１８歳以上）数  ×２，０００円 

(12) 女子加盟チーム選手（１５歳以上１８歳未満又は高等学

校在学中）数             ×１，０００円 

(13) 女子加盟チーム選手（１２歳以上１５歳未満又は中学校

在学中）数               ×７００円 

(14) シニア加盟チ－ム数         ×７，０００円 

(15) シニア加盟チ－ム選手数       ×１，５００円 

(16) フットサル第１種加盟チーム数  ×３，０００円 

(17) フットサル第１種加盟チーム選手数 ×１，０００円 

(18) フットサル第２種加盟チーム数 ×２，０００円 

(19) フットサル第２種加盟チーム選手数 ×７００円 

(20) フットサル第３種加盟チーム数 ×２，０００円 

(21) フットサル第３種加盟チーム選手数  × ５００円 

(22) フットサル第４種加盟チーム数 ×２，０００円 

(23) フットサル第４種加盟チーム選手数 × ５００円 

 

第４節 地域サッカー協会 

 

第６８条〔権  限〕 

 地域サッカー協会は、サッカーの指導及び普及に関する地域内

(6)  第３種加盟チーム選手数 ×  ７００円 

(7)  第４種加盟チーム数 ×２，５００円 

(8)  第４種加盟チーム選手数 ×   ７００円 

(9)  女子加盟チーム（年齢を制限しない選手により構成され

る、又は日本女子サッカーリーグに加盟する）数 

×７，０００円 

(10) 女子加盟チーム（１２歳以上１８歳未満又は高等学校・

中学校在学中の選手により構成される）数                   

×２，５００円 

(11) 女子加盟チーム選手（１８歳以上）数  ×２，０００円 

(12) 女子加盟チーム選手（１５歳以上１８歳未満又は高等学

校在学中）数             ×１，０００円 

(13) 女子加盟チーム選手（１２歳以上１５歳未満又は中学校

在学中）数               ×７００円 

(14) シニア加盟チ－ム数         ×７，０００円 

(15) シニア加盟チ－ム選手数       ×１，５００円 

(16) フットサル第１種加盟チーム数  ×３，０００円 

(17) フットサル第１種加盟チーム選手数 ×１，０００円 

(18) フットサル第２種加盟チーム数 ×２，０００円 

(19) フットサル第２種加盟チーム選手数 ×  ７００円 

(20) フットサル第３種加盟チーム数 ×２，０００円 

(21) フットサル第３種加盟チーム選手数 ×  ５００円 

(22) フットサル第４種加盟チーム数 ×２，０００円 

(23) フットサル第４種加盟チーム選手数 ×  ５００円 

 

第３節 地域サッカー協会 

 

第９条〔権  限〕 

 地域サッカー協会は、サッカーの指導及び普及に関する地域内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

の共通問題について審議するほか、競技会、講習会その他の事業

を地域単位で実施することができる。 

 

第６９条〔経費の分担〕 

 都道府県サッカー協会は、当該地域の地域サッカー協会が前条

の事業を行うために要する経費を分担するものとする。 

 

第７０条〔届出義務〕 

 地域サッカー協会は、事務所及び役員の氏名を本協会に届け出

なければならない。これを変更したときも同様とする。 

 

第５節 各種の連盟及び関連団体 

 

第７１条〔各種の連盟〕 

１．本協会は、日本におけるサッカーの普及及び発展を図るため、

特定のカテゴリーにおけるサッカーを統括する団体として．

次の各種の連盟を加盟団体として認める。 

(1)  一般社団法人日本フットボールリーグ（以下「ＪＦＬ」

という。） 

(2)  一般社団法人日本女子サッカーリーグ（以下「Ｌリーグ」

という。） 

(3)  一般財団法人全日本大学サッカー連盟 

(4)  一般財団法人全国社会人サッカー連盟 

(5)  全国自治体職員サッカー連盟 

(6)  全国自衛隊サッカー連盟 

(7)  全国専門学校サッカー連盟 

(8)  全国高等専門学校サッカー連盟 

(9)  公益財団法人全国高等学校体育連盟 

(10) 一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

の共通問題について審議するほか、競技会、講習会その他の事業

を地域単位で実施することができる。 

 

第１０条〔経費の分担〕 

 都道府県サッカー協会は、当該地域の地域サッカー協会が前条

の事業を行うために要する経費を分担するものとする。 

 

第１１条〔届出義務〕 

 地域サッカー協会は、事務所及び役員の氏名を本協会に届け出

なければならない。これを変更したときも同様とする。 

 

第４節 各種の連盟及び関連団体 

 

第１２条〔各種の連盟〕 

１．本協会は、日本におけるサッカーの普及及び発展を図るため、

特定のカテゴリーにおけるサッカーを統括する団体として．

次の各種の連盟を加盟団体として認める。 

(1)  一般社団法人日本フットボールリーグ（以下「ＪＦＬ」

という。） 

(2)  一般社団法人日本女子サッカーリーグ（以下「Ｌリーグ」

という。） 

(3)  一般財団法人全日本大学サッカー連盟 

(4)  一般財団法人全国社会人サッカー連盟 

(5)  全国自治体職員サッカー連盟 

(6)  全国自衛隊サッカー連盟 

(7)  全国専門学校サッカー連盟 

(8)  全国高等専門学校サッカー連盟 

(9)  公益財団法人全国高等学校体育連盟 

(10) 一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(11) 公益財団法人日本中学校体育連盟 

(12) 一般財団法人日本フットサル連盟 

(13) 全日本大学女子サッカー連盟 

２．前項各号の連盟に関する規程は、理事会の承認を得なければ

ならない。 

 

 

第７１条の２〔関連団体〕 

１．本協会は、日本におけるサッカーの普及及び発展を図るため、

以下の団体を本協会の加盟団体として認める。 

(1) 一般社団法人日本プロサッカー選手会（以下「ＪＰＦＡ」

という。） 

(2) 一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 

 

第７１条の３〔新たな各種の連盟及び関連団体の認定〕 

  １．本協会は、必要に応じ、以下の全ての要件を満たす団体を、第

７１条に定める各種の連盟として新たに認定することができる。 

    (1)日本サッカー界における特定のカテゴリーにおける唯一

の統括団体であること 

    (2)独立性が担保されていること 

(3)法人格を取得していること 

(4)目的及び事業内容が、サッカーの普及及び発展に資すると

認められること 

(5)所属するチーム及び選手が本協会に登録していること 

(6)各種の規程及び書類が整備され、事務局に備え付けられて

いること 

(7)全国的規模の大会を定期的に主催すること 

(8)当該団体が実施する大会において競技規則の履行が義務

付けられていること 

(11) 公益財団法人日本中学校体育連盟 

(12) 一般財団法人日本フットサル連盟 

(13) 一般財団法人全日本大学女子サッカー連盟 

(14) 一般財団法人日本ビーチサッカー連盟 

２．前項各号の連盟に関する規程は、理事会の承認を得なければ

ならない。 

 

第１３条〔関連団体〕 

１．本協会は、日本におけるサッカーの普及及び発展を図るため、

以下の団体を本協会の加盟団体として認める。 

(1) 一般社団法人日本プロサッカー選手会（以下「ＪＰＦＡ」

という。） 

(2) 一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 

 

第１４条〔新たな各種の連盟及び関連団体の認定〕 

  １．本協会は、必要に応じ、以下の全ての要件を満たす団体を、第

１２条に定める各種の連盟として新たに認定することができる。 

    (1)日本サッカー界における特定のカテゴリーにおける唯一

の統括団体であること 

    (2)独立性が担保されていること 

(3)法人格を取得していること 

(4)目的及び事業内容が、サッカーの普及及び発展に資すると

認められること 

(5)所属するチーム及び選手が本協会に登録していること 

(6)各種の規程及び書類が整備され、事務局に備え付けられて

いること 

(7)全国的規模の大会を定期的に主催すること 

(8)当該団体が実施する大会において競技規則の履行が義務

付けられていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(9)当該団体が実施する大会において有資格審判の割り当て

を義務付けていること 

(10)当該団体が実施する大会において施設基準規程を含めた

大会実施要項が整備されていること 

(11)当該団体に加盟するチームが９地域に存在すること 

(ＦＩＦＡが、サッカー競技の一形態として一定のカテゴリ

ーを形成すると認めている競技に関する唯一の統括団体に

おいてはこの限りではない。） 

２．本協会は、必要に応じ、日本サッカー界において重要なステ

ークホルダーの利益を代表し、以下の全ての要件を満たす団体

を、第７１条の２に定める関連団体として新たに認定すること

ができる。 

(1)唯一の統括団体であること 

    (2)独立性が担保されていること 

(3)法人格を取得していること 

(4)目的及び事業内容が、サッカーの普及及び発展に資すると

認められること 

 (6)各種の規程及び書類が整備され、事務局に備え付けられ

ていること 

(7)日本サッカー界において重要なステークホルダーの利益

を代表する団体であること 

３．理事会は、第７１条に定める各種の連盟又は第７１条の２に

定める関連団体として新たに認定を希望する団体について、

その適格性を厳格に審査する。 

４．評議員会は、前項に定める理事会の審査を踏まえて各種の連

盟又は関連団体としての認定を決議する。この場合、特別の

利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上に当た

る多数をもって行わなければならない。 

 

(9)当該団体が実施する大会において有資格審判の割り当て

を義務付けていること 

(10)当該団体が実施する大会において施設基準規程を含めた

大会実施要項が整備されていること 

(11)当該団体に加盟するチームが９地域に存在すること 

(ＦＩＦＡが、サッカー競技の一形態として一定のカテゴリ

ーを形成すると認めている競技に関する唯一の統括団体に

おいてはこの限りではない。） 

２．本協会は、必要に応じ、日本サッカー界において重要なステ

ークホルダーの利益を代表し、以下の全ての要件を満たす団体

を、第１３条に定める関連団体として新たに認定することがで

きる。 

(1)唯一の統括団体であること 

    (2)独立性が担保されていること 

(3)法人格を取得していること 

(4)目的及び事業内容が、サッカーの普及及び発展に資すると

認められること 

(5)各種の規程及び書類が整備され、事務局に備え付けられて

いること 

(6)日本サッカー界において重要なステークホルダーの利益

を代表する団体であること 

３．理事会は、第１２条に定める各種の連盟又は第１３条に定め

る関連団体として新たに認定を希望する団体について、その

適格性を厳格に審査する。 

４．評議員会は、前項に定める理事会の審査を踏まえて各種の連

盟又は関連団体としての認定を決議する。この場合、特別の

利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上に当た

る多数をもって行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第６節 Ｊリーグ 

 

第７２条〔Ｊリーグの設置〕 

１．日本のサッカーの水準の向上及びサッカーの普及を図ること

により、豊かなスポーツ文化の振興及び国民の心身の健全な

発達に寄与するとともに、国際社会における交流及び親善に

貢献することを目的として、Ｊリーグを日本における唯一の

最上位リーグとして設置する。 

２．前項の設置趣旨に基づき、本協会はＪリーグを国内における

最上位のリーグとして有効に機能しうるよう優先的に取扱

う。 

３．Ｊリーグに所属を希望する加盟チームは、別に定めるクラブ

ライセンス制度に則ったライセンスを取得しなければならな

い。 

４．本協会は、クラブライセンス制度の決定及び運用をＪリーグ

に委ねるものとする。 

 

第７３条〔Ｊリーグに関する特則〕 

 Ｊリーグの組織及び運営に関する事項は、理事会において別に

定める。 

 

第７４条〔Ｊクラブの株主〕 

１．Ｊクラブは、他のＪクラブの株式を保有してはならない。 

２．Ｊクラブは、何人を問わず、Ｊクラブの株式（公益法人にあ

っては正会員資格）に関し、直接たると間接たるとを問わず、

同時に２クラブ以上の経営を支配できるだけの株式を保有さ

せてはならない。 

 

第７節 準加盟チーム 

第５節 Ｊリーグ 

 

第１５条〔Ｊリーグの設置〕 

１．日本のサッカーの水準の向上及びサッカーの普及を図ること

により、豊かなスポーツ文化の振興及び国民の心身の健全な

発達に寄与するとともに、国際社会における交流及び親善に

貢献することを目的として、Ｊリーグを日本における唯一の

最上位リーグとして設置する。 

２．前項の設置趣旨に基づき、本協会はＪリーグを国内における

最上位のリーグとして有効に機能しうるよう優先的に取扱

う。 

３．Ｊリーグに所属を希望する加盟チームは、別に定めるクラブ

ライセンス制度に則ったライセンスを取得しなければならな

い。 

４．本協会は、クラブライセンス制度の決定及び運用をＪリーグ

に委ねるものとする。 

 

第１６条〔Ｊリーグに関する特則〕 

 Ｊリーグの組織及び運営に関する事項は、理事会において別に

定める。 

 

第１７条〔Ｊクラブの株主〕 

１．Ｊクラブは、他のＪクラブの株式を保有してはならない。 

２．Ｊクラブは、何人を問わず、Ｊクラブの株式（公益法人にあ

っては正会員資格）に関し、直接たると間接たるとを問わず、

同時に２クラブ以上の経営を支配できるだけの株式を保有さ

せてはならない。 

 

第７節 準加盟チーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加盟チームに関する

規則に移動 



 

 

第７５条〔準加盟チーム〕 

１．準加盟チームに関する事項は、本節に定めるところによる。 

２．学校教育法に基づく単一学校のチームについては、登録選手

中に６名以上（フットサルの場合は４名以上）の外国籍の選

手が登録されている場合であっても、本節の規定を適用しな

い。 

３．準加盟チームの種別は第５６条に準ずる｡ 

 

第７６条〔外国籍扱いしない選手〕 

１．日本で生まれ、次の各号のいずれかに該当する選手は、日本

国籍を有しない場合でも、本規程の適用に関しては、外国籍

の選手とはみなさない。 

(1)  学校教育法第１条に定める学校において、教育基本法第

５条に定める義務教育中の者又は義務教育を終了した

者 

(2)  学校教育法第１条に定める高等学校又は大学を卒業し

た者 

２．前項の適用を受けるためには、加盟チームが「外国籍選手登

録申請書（第７６条に該当する選手）」《書式第８号》で本

協会に申請し、承認を得るものとする。ただし、その適用は、

加盟チームにつき１名に限るものとする。 

 

第７７条〔加盟登録〕 

１．本協会に加盟登録しようとする準加盟チームは、所在地の都

道府県サッカー協会に登録申請をして、その承認を得なけれ

ばならない。 

２．加盟登録の手続きは､第５８条に準ずる｡ 

 

 

第７５条〔準加盟チーム〕 

１．準加盟チームに関する事項は、本節に定めるところによる。 

２．学校教育法に基づく単一学校のチームについては、登録選手

中に６名以上（フットサルの場合は４名以上）の外国籍の選

手が登録されている場合であっても、本節の規定を適用しな

い。 

３．準加盟チームの種別は第５６条に準ずる｡ 

 

第７６条〔外国籍扱いしない選手〕 

１．日本で生まれ、次の各号のいずれかに該当する選手は、日本

国籍を有しない場合でも、本規程の適用に関しては、外国籍

の選手とはみなさない。 

(1)  学校教育法第１条に定める学校において、教育基本法第

５条に定める義務教育中の者又は義務教育を終了した

者 

(2)  学校教育法第１条に定める高等学校又は大学を卒業し

た者 

２．前項の適用を受けるためには、加盟チームが「外国籍選手登

録申請書（第７６条に該当する選手）」《書式第８号》で本

協会に申請し、承認を得るものとする。ただし、その適用は、

加盟チームにつき１名に限るものとする。 

 

第７７条〔加盟登録〕 

１．本協会に加盟登録しようとする準加盟チームは、所在地の都

道府県サッカー協会に登録申請をして、その承認を得なけれ

ばならない。 

２．加盟登録の手続きは､第５８条に準ずる｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第７８条〔出場資格〕 

 準加盟チームは、その所在地の都道府県サッカー協会が主催す

る競技会にのみ出場することができる。ただし、当該競技会の主

催者が出場を認めた場合はこの限りでない。 

 

第７９条〔権利及び義務〕 

１．準加盟チームは、次の事項を遵守しなければならない。これ

らの義務の違反は、本規程及びその附属規程並びにＦＩＦＡ、

ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道府県サッカー協会又は地域

サッカー協会の組織の諸規則に規定された制裁の理由となり

得る。 

(1) 本協会、所在地の都道府県サッカー協会及び地域サッカ

ー協会が定める登録料（分担金）を納付すること 

(2) 本協会の機関誌（有料）を購読すること 

(3) 毎年「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」及

び「フットサル選手の登録と移籍等に関する規則」に

定めるところにより、選手氏名その他の所要事項を登録

すること 

(4) 第７章〔審判〕に定める審判員を、自己のチームに所属

する審判員として､１名以上を登録すること（サッカー

チームの場合はサッカー審判員を、フットサルチームの

場合はフットサル審判員を登録する。） 

(5) 代表者、監督及びコーチを登録すること（ただし、コー

チについては、第 4種チームにおいて監督が本協会が認

定する指導者ライセンスを保有していない場合を除き

任意とする。） 

(6) 『ユニフォーム規程』に定めるユニフォームを用意する

こと 

(7) ＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道府県サッカ

第７８条〔出場資格〕 

 準加盟チームは、その所在地の都道府県サッカー協会が主催す

る競技会にのみ出場することができる。ただし、当該競技会の主

催者が出場を認めた場合はこの限りでない。 

 

第７９条〔権利及び義務〕 

１．準加盟チームは、次の事項を遵守しなければならない。これ

らの義務の違反は、本規程及びその附属規程並びにＦＩＦＡ、

ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道府県サッカー協会又は地域

サッカー協会の組織の諸規則に規定された制裁の理由となり

得る。 

(1) 本協会、所在地の都道府県サッカー協会及び地域サッカ

ー協会が定める登録料（分担金）を納付すること 

(2) 本協会の機関誌（有料）を購読すること 

(3) 毎年「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」及

び「フットサル選手の登録と移籍等に関する規則」に

定めるところにより、選手氏名その他の所要事項を登録

すること 

(4) 第７章〔審判〕に定める審判員を、自己のチームに所属

する審判員として､１名以上を登録すること（サッカー

チームの場合はサッカー審判員を、フットサルチームの

場合はフットサル審判員を登録する。） 

(5) 代表者、監督及びコーチを登録すること（ただし、コー

チについては、第 4種チームにおいて監督が本協会が認

定する指導者ライセンスを保有していない場合を除き

任意とする。） 

(6) 『ユニフォーム規程』に定めるユニフォームを用意する

こと 

(7) ＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道府県サッカ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ー協会又は地域サッカー協会が主催する競技会に参加

するものとし、これらが主催しない有料競技会には参加

しないこと 

(8) いかなる時でもＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、

都道府県サッカー協会若しくは地域サッカー協会の組

織又はＣＡＳの規約、規則、指令及び決定並びに裁定等

を完全に遵守すること 

(9) 所属選手がＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道

府県サッカー協会若しくは地域サッカー協会の組織又

はＣＡＳの規約、規則、指令及び決定並びに裁定等を遵

守することを確実にすること 

(10) 競技規則を尊重すること 

(11) 本規程及びその附属規程並びにＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡ

ＦＦ、本協会、都道府県サッカー協会又は地域サッカー

協会の組織の諸規則から生じるその他の義務の一切を

完全に遵守すること 

２．準加盟チームは、『ユニフォーム規程』に定めるところに従

い、ユニフォームに第三者のための広告を表示することがで

きる｡ 

３．準加盟チームは､本協会が定める期日までに、監督登録料（チ

ームあたり２,０００円）を納付しなければならない。ただし、

ＪＦＡ公認指導者登録が完了している監督については免除す

る。 

４．準加盟チームは､所属選手が本協会により代表チーム又は選抜

チーム等の一員として招聘された場合､当該選手を参加させ

る義務を負う。ただし、傷害又は疾病のために､本協会の招聘

に応じることができない選手は、本協会の選定した医師の健

康診断を受けなければならない｡ 

 

ー協会又は地域サッカー協会が主催する競技会に参加

するものとし、これらが主催しない有料競技会には参加

しないこと 

(8) いかなる時でもＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、

都道府県サッカー協会若しくは地域サッカー協会の組

織又はＣＡＳの規約、規則、指令及び決定並びに裁定等

を完全に遵守すること 

(9) 所属選手がＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡＦＦ、本協会、都道

府県サッカー協会若しくは地域サッカー協会の組織又

はＣＡＳの規約、規則、指令及び決定並びに裁定等を遵

守することを確実にすること 

(10) 競技規則を尊重すること 

(11) 本規程及びその附属規程並びにＦＩＦＡ、ＡＦＣ、ＥＡ

ＦＦ、本協会、都道府県サッカー協会又は地域サッカー

協会の組織の諸規則から生じるその他の義務の一切を

完全に遵守すること 

２．準加盟チームは、『ユニフォーム規程』に定めるところに従

い、ユニフォームに第三者のための広告を表示することがで

きる｡ 

３．準加盟チームは､本協会が定める期日までに、監督登録料（チ

ームあたり２,０００円）を納付しなければならない。ただし、

ＪＦＡ公認指導者登録が完了している監督については免除す

る。 

４．準加盟チームは､所属選手が本協会により代表チーム又は選抜

チーム等の一員として招聘された場合､当該選手を参加させ

る義務を負う。ただし、傷害又は疾病のために､本協会の招聘

に応じることができない選手は、本協会の選定した医師の健

康診断を受けなければならない｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第８０条〔懲 罰〕 

 準加盟チーム又はこれに所属する登録選手が前条の義務を怠

り、又は本規程に違反し、サッカー競技者の名誉を傷つける等の

行為があったときは、そのチーム又は選手は本規程第１２章〔懲

罰〕にしたがって懲罰を科されるものとする。 

 

 

 

第１２８条〔協会納付金〕 

１．本協会主催以外の有料競技会を開催する場合、その主催団体

は、原則として当該試合の入場料収入の３パーセント相当額

を、本協会に納付しなければならない。 

２．本協会が主催、共同主催又は後援する有料競技会においても、

原則として本条第１項の所定額を納付しなければならない。 

３．Ｊリーグの有料競技会を開催する場合、日本代表選手の強化

費及びサッカー競技の普及振興費として入場料収入の３パー

セント相当額を本協会に納付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 登録 

第８０条〔懲 罰〕 

 準加盟チーム又はこれに所属する登録選手が前条の義務を怠

り、又は本規程に違反し、サッカー競技者の名誉を傷つける等の

行為があったときは、そのチーム又は選手は本規程第１２章〔懲

罰〕にしたがって懲罰を科されるものとする。 

 

第６節 協会納付金 

 

第１８条〔協会納付金〕 

１．本協会主催以外の有料競技会を開催する場合、その主催団体

は、原則として当該試合の入場料収入の３パーセント相当額

を、本協会に納付しなければならない。 

２．本協会が主催、共同主催又は後援する有料競技会においても、

原則として本条第１項の所定額を納付しなければならない。 

３．Ｊリーグの有料競技会を開催する場合、日本代表選手の強化

費及びサッカー競技の普及振興費として入場料収入の３パー

セント相当額を本協会に納付しなければならない。 

 

第７節 附則 

 

第１９条〔改  正〕 

本規程の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

第２０条〔施行〕 

本規程は、２０１７年４月１３日から施行する。 

 

 

 

第４章 登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 



 

 

第８１条〔選手登録等〕 

１．サッカー選手の登録及び移籍等に関する事項は、別途制定す

る「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」に定めると

ころによる。 

２．フットサル選手の登録及び移籍等に関する事項は、別途制定

する「フットサル選手の登録と移籍等に関する規則」に定め

るところによる。 

 

第８２条から第９６条まで削除 

 

 

第５章 移籍 

 

第９７条から第１１２条まで削除 

 

 

 

 

 

第６章 競技 

 

第１節 総則 

 

第１１３条〔目  的〕 

 日本国内において開催される国内競技会及び国際競技会の組織

並びに運営に関する事項は、本章の定めるところによる。 

 

第１１４条〔定  義〕 

 

第８１条〔選手登録等〕 

１．サッカー選手の登録及び移籍等に関する事項は、別途制定す

る「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」に定めると

ころによる。 

２．フットサル選手の登録及び移籍等に関する事項は、別途制定

する「フットサル選手の登録と移籍等に関する規則」に定め

るところによる。 

 

第８２条から第９６条まで削除 

 

 

第５章 移籍 

 

第９７条から第１１２条まで削除 

 

 

 

 

競技会規則 

 

 

第１節 総則 

 

第１条〔目的〕 

この規則は、定款第５０条の規定に基づき、国内競技会及び国際

競技会の組織並びに運営に関し必要な事項を定める。 

 

第２条〔定  義〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 本章における次の用語の意義は、次の各号に定めるところによ

る。 

(1) 主 催 

 自己の名義において試合、イベント等（以下「試合等」

という）を開催すること 

(2) 共同主催（共催） 

 共同の名義において試合等を開催すること 

(3) 主 管 

 試合等の運営を委託を受けて実施すること 

(4) 後 援 

 他者の主催する試合等を支援すること（ただし、金銭

その他の経済的援助はともなわない） 

(5) 協 力 

 他者の主催する試合等に物品を供与し、又は一定の許

諾を与える等の方法により協力すること 

(6) 特別協賛（冠協賛） 

 他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行

い、その代償として自己の名称、商標等を、試合等の名

称に使用する権利を得ること 

(7) 協 賛 

 他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行

い、その代償として一定の権利を得ること 

(8) 公 認 

 他者の主催する試合等又は他者の製造・販売する用具、

施設その他の物品等を、公式なものとして許諾すること 

(9) 推 薦 

 他者の製造・販売する用具、施設その他の物品等の存

在を、サッカー界又は本協会にとって良質又は好ましい

ものとして認知すること 

 本規則における次の用語の意義は、次の各号に定めるところに

よる。 

(1) 主 催 

 自己の名義において試合、イベント等（以下「試合等」

という）を開催すること 

(2) 共同主催（共催） 

 共同の名義において試合等を開催すること 

(3) 主 管 

 試合等の運営を委託を受けて実施すること 

(4) 後 援 

 他者の主催する試合等を支援すること（ただし、金銭

その他の経済的援助はともなわない） 

(5) 協 力 

 他者の主催する試合等に物品を供与し、又は一定の許

諾を与える等の方法により協力すること 

(6) 特別協賛（冠協賛） 

 他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行

い、その代償として自己の名称、商標等を、試合等の名

称に使用する権利を得ること 

(7) 協 賛 

 他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行

い、その代償として一定の権利を得ること 

(8) 公 認 

 他者の主催する試合等又は他者の製造・販売する用具、

施設その他の物品等を、公式なものとして許諾すること 

(9) 推 薦 

 他者の製造・販売する用具、施設その他の物品等の存

在を、サッカー界又は本協会にとって良質又は好ましい

ものとして認知すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１１５条〔競技会の主催〕 

１．本協会は、次の競技会を主催する。 

(1)  天皇杯全日本サッカー選手権大会 

(2)  全日本大学サッカー選手権大会 

(3)  総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 

(4)  全国社会人サッカー選手権大会 

(5)  全国地域サッカーリーグ決勝大会 

(6)  全国クラブチームサッカー選手権大会 

(7)  全国専門学校サッカー選手権大会 

(8)  全国高等専門学校サッカー選手権大会 

(9)  高円宮杯全日本ユース（Ｕ－１８）サッカー選手権大会 

(10) 全国高等学校サッカー選手権大会 

(11) 全国高等学校総合体育大会サッカー競技 

(12) 日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１８）大会 

(13) 高円宮杯全日本ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会 

(14) 日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会 

(15) 全国中学校体育大会／全国中学校サッカー大会 

(16) 全日本少年サッカー大会 

(17) 全日本女子サッカー選手権大会 

(18) 全日本大学女子サッカー選手権大会 

(19) 全日本高等学校女子サッカー選手権大会 

(20) 全日本女子ユース（Ｕ－１８）サッカー選手権大会 

(21) 全日本女子ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会 

(22) 全国レディースサッカー大会 

(23) 全日本フットサル選手権大会 

(24) 全日本大学フットサル大会 

(25) 全日本ユース（Ｕ－１５）フットサル大会 

(26) 全日本少年フットサル大会 

 

第３条〔競技会の主催〕 

１．本協会は、次の競技会を主催する。 

(1)  天皇杯全日本サッカー選手権大会 

(2)  全日本大学サッカー選手権大会 

(3)  総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 

(4)  全国社会人サッカー選手権大会 

(5)  全国地域サッカーリーグ決勝大会 

(6)  全国クラブチームサッカー選手権大会 

(7)  全国専門学校サッカー選手権大会 

(8)  全国高等専門学校サッカー選手権大会 

(9)  高円宮杯全日本ユース（Ｕ－１８）サッカー選手権大会 

(10) 全国高等学校サッカー選手権大会 

(11) 全国高等学校総合体育大会サッカー競技 

(12) 日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１８）大会 

(13) 高円宮杯全日本ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会 

(14) 日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会 

(15) 全国中学校体育大会／全国中学校サッカー大会 

(16) 全日本少年サッカー大会 

(17) 全日本女子サッカー選手権大会 

(18) 全日本大学女子サッカー選手権大会 

(19) 全日本高等学校女子サッカー選手権大会 

(20) 全日本女子ユース（Ｕ－１８）サッカー選手権大会 

(21) 全日本女子ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会 

(22) 全国レディースサッカー大会 

(23) 全日本フットサル選手権大会 

(24) 全日本大学フットサル大会 

(25) 全日本ユース（Ｕ－１５）フットサル大会 

(26) 全日本少年フットサル大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(27) 全日本女子フットサル選手権大会 

(28) 全国ビーチサッカー大会 

２．本協会は、前項の競技会以外に、理事会が承認した競技会を

主催する。 

 

第１１６条〔競技会の名称の制限〕 

 本協会が主催する競技会以外は、その名称に「全日本」又は「全

国」を使用することはできない。 

 

第１１７条〔主管の委託〕 

１．本協会は、本協会の主催する競技会の主管を、その競技会開

催地の地域サッカー協会又は都道府県サッカー協会に委託す

ることができる。 

２．前項の場合、委託されたサッカー協会を、主管協会という。 

 

第１１８条〔アマチュア選手の賞品〕 

 競技会に参加するアマチュア選手への賞品は、アマチュア選手

にふさわしいものでなければならない。 

 

第１１９条〔地域競技会等〕 

 都道府県サッカー協会及び地域サッカー協会が独自に開催する

競技会に関する規程は、本規程に準ずるものとする。 

 

第１２０条〔処  分〕 

 本協会は、本章の規定に違反した都道府県サッカー協会、地域

サッカー協会、加盟チーム又は選手に本規程第１２章〔懲罰〕に

したがって懲罰を科すことができるものとする。 

 

第２節 国内競技会 

(27) 全日本女子フットサル選手権大会 

(28) 全国ビーチサッカー大会 

２．本協会は、前項の競技会以外に、理事会が承認した競技会を

主催する。 

 

第４条〔競技会の名称の制限〕 

 本協会が主催する競技会以外は、その名称に「全日本」又は「全

国」を使用することはできない。 

 

第５条〔主管の委託〕 

１．本協会は、本協会の主催する競技会の主管を、その競技会開

催地の地域サッカー協会又は都道府県サッカー協会に委託す

ることができる。 

２．前項の場合、委託されたサッカー協会を、主管協会という。 

 

第６条〔アマチュア選手の賞品〕 

 競技会に参加するアマチュア選手への賞品は、アマチュア選手

にふさわしいものでなければならない。 

 

第７条〔地域競技会等〕 

 都道府県サッカー協会及び地域サッカー協会が独自に開催する

競技会に関する規程は、本規則に準ずるものとする。 

 

第８条〔処  分〕 

 本協会は、本規則の規定に違反した都道府県サッカー協会、地

域サッカー協会、加盟チーム又は選手に懲罰規程にしたがって懲

罰を科すことができるものとする。 

 

第２節 国内競技会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１２１条〔開催の申請〕 

１．都道府県サッカー協会又は地域サッカー協会が、国内有料競

技会（無料競技会であっても第三者による特別協賛または協

賛を伴う大会を含む。以下同じ）を開催（主催及び後援）す

るときは、本協会に対し、原則として開催日の属する月の前々

月の末日までに、次の事項を記載した書類を添付した開催申

請書を提出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 競技会開催の趣旨 

(2) 次の諸項目を含む競技会要項 

① 名称 

② 主催者とその住所地 

③ 主管者とその住所地 

④ 後援の具体的方法 

⑤ 会期及び会場 

⑥ 参加範囲 

⑦ 参加資格 

⑧ 競技の方法（勝ち抜きか、総当たりか、競技時間、

懲罰など） 

⑨ 表彰方法（賞品及びその寄贈者なども含む） 

⑩ 参加料 

⑪ 経費区分 

⑫ 入場料金（単価と発行枚数） 

⑬ その他 

(3) 競技会運営の組織とその責任者 

(4) 予算書 

２．本協会は、前項による申請の内容について、必要により変更

を指示することができる。 

３．前２項に基づきすでに承認を得た競技会の開催に関し、前項

 

第９条〔開催の申請〕 

１．都道府県サッカー協会又は地域サッカー協会が、国内有料競

技会（無料競技会であっても第三者による特別協賛または協

賛を伴う大会を含む。以下同じ）を開催（主催及び後援）す

るときは、本協会に対し、原則として開催日の属する月の前々

月の末日までに、次の事項を記載した書類を添付した開催申

請書を提出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 競技会開催の趣旨 

(2) 次の諸項目を含む競技会要項 

① 名称 

② 主催者とその住所地 

③ 主管者とその住所地 

④ 後援の具体的方法 

⑤ 会期及び会場 

⑥ 参加範囲 

⑦ 参加資格 

⑧ 競技の方法（勝ち抜きか、総当たりか、競技時間、

懲罰など） 

⑨ 表彰方法（賞品及びその寄贈者なども含む） 

⑩ 参加料 

⑪ 経費区分 

⑫ 入場料金（単価と発行枚数） 

⑬ その他 

(3) 競技会運営の組織とその責任者 

(4) 予算書 

２．本協会は、前項による申請の内容について、必要により変更

を指示することができる。 

３．前２項に基づきすでに承認を得た競技会の開催に関し、前項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

の添付書類中の記載事項に変更があったときは、本協会に対

し事前に届け出て、その承認を得なければならない。 

 

第１２２条〔開催承認の条件〕 

 前条による競技会開催の承認に際して、本協会が示す条件は、

次の事項である。ただし、本協会の理事会が特に承認した場合は、

この限りではない。 

(1)  参加チームは、全て本協会の加盟チームであること 

(2)  競技は本協会の競技規則により行うこと 

(3)  参加選手は本協会の諸規程を遵守すること 

(4)  参加選手の傷害について考慮してあること 

(5)  本協会が定める競技会開催並びに運営に関する諸規程

に従うこと 

(6)  審判への審判手当は関係協会の指示に従うこと 

(7)  競技場内及びその周辺に発生したチーム又はその所属

員に関する懲罰事項に関しては、関係協会の規律委員会

（又は規律・フェアプレー委員会）が決定すること 

(8)  その他本協会が必要と認めた指示に従うこと 

 

第１２３条〔各種連盟・加盟チームによる開催〕 

 本協会の各種連盟又は加盟チームが、本協会主催以外の国内有

料競技会を開催する場合は、必ず当該地の都道府県サッカー協会

又は地域サッカー協会が主催するものとする。 

 

第１２４条〔収支の調整〕 

 本協会より委託された主管競技会の収入超過又は支出超過の処

分については、財務委員会の提案に基づき理事会が決定する。 

 

第１２５条〔予算及び決算〕 

の添付書類中の記載事項に変更があったときは、本協会に対

し事前に届け出て、その承認を得なければならない。 

 

第１０条〔開催承認の条件〕 

 前条による競技会開催の承認に際して、本協会が示す条件は、

次の事項である。ただし、本協会の理事会が特に承認した場合は、

この限りではない。 

(1)  参加チームは、全て本協会の加盟チームであること 

(2)  競技は本協会の競技規則により行うこと 

(3)  参加選手は本協会の諸規程を遵守すること 

(4)  参加選手の傷害について考慮してあること 

(5)  本協会が定める競技会開催並びに運営に関する諸規程

に従うこと 

(6)  審判への審判手当は関係協会の指示に従うこと 

(7)  競技場内及びその周辺に発生したチーム又はその所属

員に関する懲罰事項に関しては、関係協会の規律委員会

（又は規律・フェアプレー委員会）が決定すること 

(8)  その他本協会が必要と認めた指示に従うこと 

 

第１１条〔各種連盟・加盟チームによる開催〕 

 本協会の各種連盟又は加盟チームが、本協会主催以外の国内有

料競技会を開催する場合は、必ず当該地の都道府県サッカー協会

又は地域サッカー協会が主催するものとする。 

 

第１２条〔収支の調整〕 

 本協会より委託された主管競技会の収入超過又は支出超過の処

分については、財務委員会の提案に基づき理事会が決定する。 

 

第１３条〔予算及び決算〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 競技会開催にともなう予算及び決算は、別に定める勘定科目並

びに積算基礎による。 

 

第１２６条〔決算の修正〕 

 本協会は決算報告書に不審な点があるときは、証票書類の提出

を求め、基準に照して支出過大と認められるときは、査定により

修正を求めることができる。 

 

第１２７条〔報告義務〕 

 主催者及び主管協会は、競技会終了後１か月以内に、それぞれ

次の事項を本協会に対して報告しなければならない。 

(1)  競技会の概況 

(2)  公式記録となる競技記録 

(3)  収支決算書 

 

第１２８条〔協会納付金〕 

１．本協会主催以外の有料競技会を開催する場合、その主催団体

は、原則として当該試合の入場料収入の３パーセント相当額

を、本協会に納付しなければならない。 

２．本協会が主催、共同主催又は後援する有料競技会においても、

原則として本条第１項の所定額を納付しなければならない。 

３．Ｊリーグの有料競技会を開催する場合、日本代表選手の強化

費及びサッカー競技の普及振興費として入場料収入の３パー

セント相当額を本協会に納付しなければならない。 

 

第１２９条〔主催・共同主催・後援〕 

１．都道府県サッカー協会又は地域サッカー協会は、自ら主催す

る競技会に関し、本協会に対し主催、共同主催又は後援を依

頼する場合は、本協会に対し、原則として競技会開催日の属

 競技会開催にともなう予算及び決算は、別に定める勘定科目並

びに積算基礎による。 

 

第１４条〔決算の修正〕 

 本協会は決算報告書に不審な点があるときは、証票書類の提出

を求め、基準に照して支出過大と認められるときは、査定により

修正を求めることができる。 

 

第１５条〔報告義務〕 

 主催者及び主管協会は、競技会終了後１か月以内に、それぞれ

次の事項を本協会に対して報告しなければならない。 

(1)  競技会の概況 

(2)  公式記録となる競技記録 

(3)  収支決算書 

 

第１２８条〔協会納付金〕 

１．本協会主催以外の有料競技会を開催する場合、その主催団体

は、原則として当該試合の入場料収入の３パーセント相当額

を、本協会に納付しなければならない。 

２．本協会が主催、共同主催又は後援する有料競技会においても、

原則として本条第１項の所定額を納付しなければならない。 

３．Ｊリーグの有料競技会を開催する場合、日本代表選手の強化

費及びサッカー競技の普及振興費として入場料収入の３パー

セント相当額を本協会に納付しなければならない。 

 

第１６条〔主催・共同主催・後援〕 

１．都道府県サッカー協会又は地域サッカー協会は、自ら主催す

る競技会に関し、本協会に対し主催、共同主催又は後援を依

頼する場合は、本協会に対し、原則として競技会開催日の属

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加盟団体必要事項に

関する規程へ移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

する月の前々月の末日までに、第１２１条〔開催の申請〕第

１項各号に定める事項を記載した書類を添付して、申請し承

認を得なければならない。 

２．前項によりすでに承認を得た競技会開催に関して、前項の添

付書類の記載事項に変更が生じたときは、本協会に事前に届

け出て、その承認を得なければならない。 

 

第３節 国際競技会 

 

第１３０条〔総 則〕 

 国際競技会の組織及び運営に関する事項は、本節の定めるとこ

ろによる。ただし、本節に定めのない事項については、理事会に

おいて別に定める。 

 

第１３１条〔本協会の専属権限〕 

 本協会はＦＩＦＡが認めるわが国唯一の代表機関であり、ＦＩ

ＦＡ加盟国との国際競技会に関する折衝は、すべて本協会が行う

ことを原則とする。ただし、本協会が特に許可した場合は、地域

サッカー協会又は都道府県サッカー協会が、これを行うことがで

きる。 

 

第１３２条〔国際競技会の開催の制限〕 

 国際競技は、原則としてすべて本協会が主催する。本協会以外

の者は、事前に本協会の承認を得なければ、外国からチームを招

聘して競技会を組織し、又は主催することはできない。 

 

第１３３条〔本協会以外の団体による国際競技会〕 

１．本協会以外の団体が国際競技会を開催しようとする場合は、

本協会はその内容を検討したうえ、これを承認することがで

する月の前々月の末日までに、第９条〔開催の申請〕第１項

各号に定める事項を記載した書類を添付して、申請し承認を

得なければならない。 

２．前項によりすでに承認を得た競技会開催に関して、前項の添

付書類の記載事項に変更が生じたときは、本協会に事前に届

け出て、その承認を得なければならない。 

 

第３節 国際競技会 

 

第１７条〔総 則〕 

 国際競技会の組織及び運営に関する事項は、本節の定めるとこ

ろによる。ただし、本節に定めのない事項については、理事会に

おいて別に定める。 

 

第１８条〔本協会の専属権限〕 

 本協会はＦＩＦＡが認めるわが国唯一の代表機関であり、ＦＩ

ＦＡ加盟国との国際競技会に関する折衝は、すべて本協会が行う

ことを原則とする。ただし、本協会が特に許可した場合は、地域

サッカー協会又は都道府県サッカー協会が、これを行うことがで

きる。 

 

第１９条〔国際競技会の開催の制限〕 

 国際競技は、原則としてすべて本協会が主催する。本協会以外

の者は、事前に本協会の承認を得なければ、外国からチームを招

聘して競技会を組織し、又は主催することはできない。 

 

第２０条〔本協会以外の団体による国際競技会〕 

１．本協会以外の団体が国際競技会を開催しようとする場合は、

本協会はその内容を検討したうえ、これを承認することがで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

きる。 

２．前項の場合、本協会、都道府県サッカー協会又は地域サッカ

ー協会のいずれかが主催しなければならない。 

３．本協会がＦＩＦＡ及び大陸連盟等の依頼に基づき、その主催

する競技会を日本国内で開催する場合には、その競技会の運

営は本協会が行う。この場合、競技会に要する運営経費は、

全て主催者等の負担とし、主管したことに伴い、金品の寄贈

をうけることができる。この場合これらを寄附金として受け

るものとする。 

 

第１３４条〔海外における競技〕 

 加盟チーム又は選手が外国を訪問して競技を行おうとするとき

は、事前に本協会の承認を得なければならない。 

 

第４節 天皇杯全日本サッカー選手権大会 

 

第１３５条〔目  的〕 

 天皇杯全日本選手権大会（以下「本大会」という）は、すべて

の第１種加盟チームが、日本サッカー界最高の覇者になる栄誉を

競うとともに、競技を通じて体力および人格の向上を図り、サッ

カーの普及及び発展に寄与することを目的として実施する。 

 

第１３６条〔主  催〕 

 本大会は、本協会が主催する。ただし、本協会の理事会が特に

承認した場合には、第三者との共同主催とすることができる。 

 

第１３７条〔実施要項〕 

 本大会の運営に関する事項については、理事会において別に『天

皇杯開催規程』を定める。 

きる。 

２．前項の場合、本協会、都道府県サッカー協会又は地域サッカ

ー協会のいずれかが主催しなければならない。 

３．本協会がＦＩＦＡ及び大陸連盟等の依頼に基づき、その主催

する競技会を日本国内で開催する場合には、その競技会の運

営は本協会が行う。この場合、競技会に要する運営経費は、

全て主催者等の負担とし、主管したことに伴い、金品の寄贈

をうけることができる。この場合これらを寄附金として受け

るものとする。 

 

第２１条〔海外における競技〕 

 加盟チーム又は選手が外国を訪問して競技を行おうとするとき

は、事前に本協会の承認を得なければならない。 

 

第４節 天皇杯全日本サッカー選手権大会 

 

第２２条〔目  的〕 

 天皇杯全日本選手権大会（以下「本大会」という）は、すべて

の第１種加盟チームが、日本サッカー界最高の覇者になる栄誉を

競うとともに、競技を通じて体力および人格の向上を図り、サッ

カーの普及及び発展に寄与することを目的として実施する。 

 

第２３条〔主  催〕 

 本大会は、本協会が主催する。ただし、本協会の理事会が特に

承認した場合には、第三者との共同主催とすることができる。 

 

第２４条〔実施要項〕 

 本大会の運営に関する事項については、理事会において別に『天

皇杯開催規程』を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 審判 

 

第１３８条〔審  判〕 

 本協会及び本協会管轄下のサッカー協会に登録されたサッカー

競技の審判員（以下「サッカー審判員」という）及びフットサル

競技の審判員（以下「フットサル審判員」という）並びにサッカ

ー審判員の指導者（以下「サッカー審判指導者」という）及びフ

ットサル審判員の指導者（以下「フットサル審判指導者」という）

の資格及び地位に関する事項は、別途制定する「審判員及び審判

指導者に関する規則」に定めるところによる。 

 

第１３９条から第１７４条まで削除 

 

 

第８章 指導者 

 

第１７５条〔指導者〕 

     本協会に登録された指導者に関する事項は、別途制定する「指

 

第５節 附則 

 

第２５条〔改  正〕 

 本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

第２６条〔施行〕 

 本規則は、２０１７年４月１３日から施行する。 

 

 

 

第７章 審判 

 

第１３８条〔審  判〕 

 本協会及び本協会管轄下のサッカー協会に登録されたサッカー

競技の審判員（以下「サッカー審判員」という）及びフットサル

競技の審判員（以下「フットサル審判員」という）並びにサッカ

ー審判員の指導者（以下「サッカー審判指導者」という）及びフ

ットサル審判員の指導者（以下「フットサル審判指導者」という）

の資格及び地位に関する事項は、別途制定する「審判員及び審判

指導者に関する規則」に定めるところによる。 

 

第１３９条から第１７４条まで削除 

 

 

第８章 指導者 

 

第１７５条〔指導者〕 

     本協会に登録された指導者に関する事項は、別途制定する「指

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 



 

導者に関する規則」に定めるところによる。 

 

第１７６条から第１８０条は削除 

 

 

第９章 事業 

 

第１節 総則 

 

 

 

 

 

第１８１条〔事業の実施〕 

 本協会は、サッカーの普及及び振興を図るため、各種の付随的

事業を行う。 

 

第１８２条〔テレビ、ラジオ、インターネット及びモバイル放送権〕 

 次の試合に関するテレビ、ラジオ、インターネット及びモバイ

ル放送権は、すべて本協会に帰属する。 

(1)  日本代表チーム（Ｕ－２３、Ｕ－２０その他すべての日

本代表チームを含む。以下本章において同じ。）が国内に

おいて実施する試合 

(2)  天皇杯全日本サッカー選手権大会、高円宮杯全日本ユー

スサッカー選手権大会その他本協会が主催する試合 

 

第１８３条〔その他の事業〕 

 本協会は、前２条に定める事業のほか、次の各号の事業を行う。 

(1)  サッカーの施設及び用具の検定、認定、公認又は推薦に

導者に関する規則」に定めるところによる。 

 

第１７６条から第１８０条は削除 

 

 

付随的事業規則 

 

第１節 総則 

 

第１条〔目的〕 

この規則は、定款第５０条の規定に基づき、本協会の付随的事業

に関し必要な事項を定める。 

 

第２条〔事業の実施〕 

 本協会は、サッカーの普及及び振興を図るため、各種の付随的

事業を行う。 

 

第３条〔テレビ、ラジオ、インターネット及びモバイル放送権〕 

 次の試合に関するテレビ、ラジオ、インターネット及びモバイ

ル放送権は、すべて本協会に帰属する。 

(1)  日本代表チーム（Ｕ－２３、Ｕ－２０その他すべての日

本代表チームを含む。以下本規則において同じ。）が国内

において実施する試合 

(2)  天皇杯全日本サッカー選手権大会、高円宮杯全日本ユー

スサッカー選手権大会その他本協会が主催する試合 

 

第４条〔その他の事業〕 

 本協会は、前２条に定める事業のほか、次の各号の事業を行う。 

(1)  サッカーの施設及び用具の検定、認定、公認又は推薦に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

関する事業 

(2)  サッカーの指導・育成に関する事業 

(3)  本協会又は日本代表チームの名称、ロゴ、マーク、キャ

ラクター、紋章、意匠、商標その他本協会又は日本代表

チームを表示するもの（以下「キャラクター等」という。）

を使用した商品の製造・販売に関する事業 

(4)  日本代表チームの選手、監督、コーチ等（以下本章にお

いて「選手等」という。）の肖像、氏名、署名、声、似

顔絵、略歴等（以下「肖像等」という。）を使用した商

品の製造・販売に関する事業 

(5)  前条第１号及び第２号に定める試合の映像等を使用し

た商品の製造・販売に関する事業 

(6)  広報・出版に関する事業 

(7)  その他理事会において定める事業 

 

第２節 商品化 

 

第１８４条〔日本代表グッズの商品化権の帰属〕 

１．前条第３号ないし第５号に定める事業（以下「商品化」とい

う。）を行う権利（以下「商品化権」という。）は、次条以

下に定めるところに従い、本協会に専属的に帰属するものと

する。 

２．本協会は、前項の権利を、第三者に許諾することができる。 

 

第１８５条〔商品化における肖像等の使用〕 

１．本協会は、包括的に使用する場合に限り、日本代表チームの

選手等の肖像等を、商品化において無償で使用することがで

きる。 

２．前項の包括的使用とは、次のいずれかの使用形態をいう。 

関する事業 

(2)  サッカーの指導・育成に関する事業 

(3)  本協会又は日本代表チームの名称、ロゴ、マーク、キャ

ラクター、紋章、意匠、商標その他本協会又は日本代表

チームを表示するもの（以下「キャラクター等」という。）

を使用した商品の製造・販売に関する事業 

(4)  日本代表チームの選手、監督、コーチ等（以下本規則に

おいて「選手等」という。）の肖像、氏名、署名、声、

似顔絵、略歴等（以下「肖像等」という。）を使用した

商品の製造・販売に関する事業 

(5)  前条第１号及び第２号に定める試合の映像等を使用し

た商品の製造・販売に関する事業 

(6)  広報・出版に関する事業 

(7)  その他理事会において定める事業 

 

第２節 商品化 

 

第５条〔日本代表グッズの商品化権の帰属〕 

１．前条第３号ないし第５号に定める事業（以下「商品化」とい

う。）を行う権利（以下「商品化権」という。）は、次条以

下に定めるところに従い、本協会に専属的に帰属するものと

する。 

２．本協会は、前項の権利を、第三者に許諾することができる。 

 

第６条〔商品化における肖像等の使用〕 

１．本協会は、包括的に使用する場合に限り、日本代表チームの

選手等の肖像等を、商品化において無償で使用することがで

きる。 

２．前項の包括的使用とは、次のいずれかの使用形態をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(1)  個々の画面又は物等に複数（原則として１１名以上、た

だしフットサル及びビーチサッカーは原則として５名

以上）の選手等の肖像等を使用する場合 

(2)  個々の画面又は物等には単独の選手等の肖像等が使用

されているが、同一の仕様及び条件により、複数（原則

として１１名以上、ただしフットサル及びビーチサッカ

ーは原則として５名以上）の選手等の肖像等を使用する

場合 

３．本協会は、選手等及びその所属チームの承認を得た場合に限

り、単独の日本代表チームの選手等の肖像等を商品化におい

て使用することができる。 

 

第１８６条〔商品化による収益〕 

 本協会は、本節に定める権利の実施による収益を、日本代表チ

ームの強化及び育成等のために使用するものとする。 

 

第３節 日本代表チームの肖像等 

 

第１８７条〔肖像等の帰属〕 

 日本代表チームの選手等の肖像等に関する権利は、本協会に帰

属する。 

 

第１８８条〔肖像等の使用〕 

１．日本代表チームの選手等は、日本代表チームの活動中の選手

等の肖像等が報道、放送されること及び当該報道、放送に関

する選手等の肖像等につき何ら権利を有するものでない。 

２．本協会は、日本代表チームの選手等の肖像等を、本協会の広

報・広告宣伝活動等のために無償で使用することができる。 

３．本協会は、次の使用形態で包括的に使用する場合に限り、前

(1)  個々の画面又は物等に複数（原則として１１名以上、た

だしフットサル及びビーチサッカーは原則として５名

以上）の選手等の肖像等を使用する場合 

(2)  個々の画面又は物等には単独の選手等の肖像等が使用

されているが、同一の仕様及び条件により、複数（原則

として１１名以上、ただしフットサル及びビーチサッカ

ーは原則として５名以上）の選手等の肖像等を使用する

場合 

３．本協会は、選手等及びその所属チームの承認を得た場合に限

り、単独の日本代表チームの選手等の肖像等を商品化におい

て使用することができる。 

 

第７条〔商品化による収益〕 

 本協会は、本節に定める権利の実施による収益を、日本代表チ

ームの強化及び育成等のために使用するものとする。 

 

第３節 日本代表チームの肖像等 

 

第８条〔肖像等の帰属〕 

 日本代表チームの選手等の肖像等に関する権利は、本協会に帰

属する。 

 

第９条〔肖像等の使用〕 

１．日本代表チームの選手等は、日本代表チームの活動中の選手

等の肖像等が報道、放送されること及び当該報道、放送に関

する選手等の肖像等につき何ら権利を有するものでない。 

２．本協会は、日本代表チームの選手等の肖像等を、本協会の広

報・広告宣伝活動等のために無償で使用することができる。 

３．本協会は、次の使用形態で包括的に使用する場合に限り、前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項の権利を、第三者に許諾することができる。 

(1) 個々の画面又は物等に複数（原則として６名以上、た

だしフットサル及びビーチサッカーは原則として５

名以上）の選手等の肖像等を使用する場合 

(2) 個々の画面又は物等には単独の選手等の肖像等が使

用されているが、同一の仕様及び条件により、複数（原

則として６名以上、ただしフットサル及びビーチサッ

カーは原則として５名以上）の選手等の肖像等を使用

する場合 

４．日本代表チームの選手等は、本協会から指示があった場合、

本協会の広報・広告宣伝活動に使用するための素材制作（肖

像写真撮影、フィルム・ビデオ撮影、インタビュー録音等）

に、原則として無償で応じなければならない。 

５．日本代表チームの選手等は、日本代表チームのユニフォーム

を着用してテレビ・ラジオ番組若しくはイベント等に出演し、

又は第三者のための広告宣伝・販売促進活動等に関与する場

合には、事前に本協会の承認を得なければならない。 

 

第４節 施設及び用具 

 

第１８９条〔施設・用具の調査研究〕 

 本協会は、施設及び用具を調査研究し、かつ、その適否を認定

し、必要に応じて関係者を指導する。 

 

第１９０条〔施設・用具の認定〕 

 施設及び用具の認定に関する事項は、理事会において定める。 

 

 

 

項の権利を、第三者に許諾することができる。 

(1) 個々の画面又は物等に複数（原則として６名以上、た

だしフットサル及びビーチサッカーは原則として５

名以上）の選手等の肖像等を使用する場合 

(2) 個々の画面又は物等には単独の選手等の肖像等が使

用されているが、同一の仕様及び条件により、複数（原

則として６名以上、ただしフットサル及びビーチサッ

カーは原則として５名以上）の選手等の肖像等を使用

する場合 

４．日本代表チームの選手等は、本協会から指示があった場合、

本協会の広報・広告宣伝活動に使用するための素材制作（肖

像写真撮影、フィルム・ビデオ撮影、インタビュー録音等）

に、原則として無償で応じなければならない。 

５．日本代表チームの選手等は、日本代表チームのユニフォーム

を着用してテレビ・ラジオ番組若しくはイベント等に出演し、

又は第三者のための広告宣伝・販売促進活動等に関与する場

合には、事前に本協会の承認を得なければならない。 

 

第４節 施設及び用具 

 

第１０条〔施設・用具の調査研究〕 

 本協会は、施設及び用具を調査研究し、かつ、その適否を認定

し、必要に応じて関係者を指導する。 

 

第１１条〔施設・用具の認定〕 

 施設及び用具の認定に関する事項は、理事会において定める。 

 

第５節 総則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０章 会旗及び標章 

 

 

 

 

 

第１９１条〔会  旗〕 

本協会の会旗は、別紙図面１（ＪＦＡシンボル）のとおりとする。 

 

第１９２条〔標  章〕 

 本協会の標章は、別紙図面２（ＪＦＡシンボル・ＪＦＡロゴタ

イプ・ＪＦＡモチーフ）のとおりとする。 

 

第１９３条〔会旗の使用〕 

本協会の会旗は、都道府県サッカー協会及び地域サッカー協会

の会旗として使用す 

ることができる。 

 

第１９４条〔会旗・標章の使用制限〕 

１．本協会の会旗又は標章は、本協会の事前の承認を得ない限り、

徽章その他の意匠として使用することはできない。 

第１２条〔改  正〕 

 本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

第１３条〔施行〕 

 本規則は、２０１７年４月１３日から施行する。 

 

 

 

会旗及び標章規則 

 

第１条〔目的〕 

この規則は、定款第５０条の規定に基づき、会旗及び標章に関し

必要な事項を定める。 

 

第２条〔会  旗〕 

本協会の会旗は、別紙図面１（ＪＦＡシンボル）のとおりとする。 

 

第３条〔標  章〕 

 本協会の標章は、別紙図面２（ＪＦＡシンボル・ＪＦＡロゴタ

イプ・ＪＦＡモチーフ）のとおりとする。 

 

第４条〔会旗の使用〕 

本協会の会旗は、都道府県サッカー協会及び地域サッカー協会

の会旗として使用す 

ることができる。 

 

第５条〔会旗・標章の使用制限〕 

１．本協会の会旗又は標章は、本協会の事前の承認を得ない限り、

徽章その他の意匠として使用することはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．会旗又は標章を意匠として使用することを希望する者は、本

協会に対し、その使用目的、図案、使用範囲及び制作個数等

を明記した承認申請書を提出しなければならない。 

３．前項の承認の可否は、理事会において決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１章 表彰 

 

 

 

 

 

第１９５条〔表  彰〕 

 本協会は、日本サッカーの発展に寄与、貢献した個人又は団体

に対し、敬意及び謝意を表することを目的として表彰を行う。 

 

第１９６条〔対象者〕 

 本協会が行う表彰の対象者は、次のとおりとする。 

(1)  本協会の役員、顧問、参与 

(2)  都道府県サッカー協会及びその役員 

(3)  加盟チーム及びその役員、選手 

(4)  各種連盟の役員 

２．会旗又は標章を意匠として使用することを希望する者は、本

協会に対し、その使用目的、図案、使用範囲及び制作個数等

を明記した承認申請書を提出しなければならない。 

３．前項の承認の可否は、理事会において決定する。 

 

第６条〔改  正〕 

 本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

第７条〔施行〕 

 本規則は、２０１７年４月１３日から施行する。 

 

 

 

表彰規則 

 

第１条〔目的〕 

この規則は、定款第５０条の規定に基づき、本協会の表彰に関し

必要な事項を定める。 

 

第２条〔表  彰〕 

 本協会は、日本サッカーの発展に寄与、貢献した個人又は団体

に対し、敬意及び謝意を表することを目的として表彰を行う。 

 

第３条〔対象者〕 

 本協会が行う表彰の対象者は、次のとおりとする。 

(1)  本協会の役員、顧問、参与 

(2)  都道府県サッカー協会及びその役員 

(3)  加盟チーム及びその役員、選手 

(4)  各種連盟の役員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(5)  審判員 

(6)  その他本協会の運営に多大な貢献をした者 

 

第１９７条〔表彰事由〕 

 本協会は、前条の対象者が次の各号のいずれかに該当する場合

に表彰を行う。  

(1)  役員等として永年協会及び連盟の運営に貢献したとき 

(2)  選手の指導、育成に顕著な貢献したとき 

(3)  審判員として永年にわたり、競技運営に貢献したとき 

(4)  その他前各号に準ずる行為があったとき 

 

第１９８条〔表彰の方法〕 

 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。ただし、記念賞等を加

授することができる。 

 

第１９９条〔表彰者の決定〕 

 表彰者の決定は、理事会において行う。 

 

第２００条〔表彰の時期〕 

 表彰の時期及び場所は、会長が決定する。 

 

第２０５条から第２３５条まで削除 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  審判員 

(6)  その他本協会の運営に多大な貢献をした者 

 

第４条〔表彰事由〕 

 本協会は、前条の対象者が次の各号のいずれかに該当する場合

に表彰を行う。  

(1)  役員等として永年協会及び連盟の運営に貢献したとき 

(2)  選手の指導、育成に顕著な貢献したとき 

(3)  審判員として永年にわたり、競技運営に貢献したとき 

(4)  その他前各号に準ずる行為があったとき 

 

第５条〔表彰の方法〕 

 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。ただし、記念賞等を加

授することができる。 

 

第６条〔表彰者の決定〕 

 表彰者の決定は、理事会において行う。 

 

第７条〔表彰の時期〕 

 表彰の時期及び場所は、会長が決定する。 

  

第２０５条から第２３５条まで削除 

 

第８条〔改  正〕 

 本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

第９条〔施行〕 

 本規則は、２０１７年４月１３日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１３章 スポーツ仲裁裁判所（ＣＡＳ） 

 

第２３６条〔スポーツ仲裁裁判所（ＣＡＳ）〕 

１．本協会は、加盟団体、選手等、仲介人及びライセンスを付与

された試合エージェントとの間での紛争を解決するために、

スイスのローザンヌに本部のある独立したＣＡＳを承認す

る。 

２．ＣＡＳスポーツ関係仲裁規則の規定は、手続に適用される。

ＣＡＳは、ＦＩＦＡの種々の規定と、それに加えて、スイス

法を適用する。 

 

第２３７条〔ＣＡＳの管轄〕 

１．本協会によって下された最終決定に対する不服申立は、当該

決定の通知から２１日以内にＣＡＳに提起されるものとす

る。 

２．ＣＡＳへの不服申立の提起は、すべての他の内部の手続が使

い尽くされた後にのみ、ＣＡＳに対してなされることができ

る。 

３．ＣＡＳは、以下の事項から生ずる不服申立は取り扱わない。 

(1) 競技規則の違反 

(2) ４試合以下又は３ヶ月以内の出場停止 

(3) 本協会又はＡＦＣの規則に基づき認められた、独立かつ適法

に構成された仲裁機関に対して不服申立をすることのできる

決定 

４．不服申立は、第１項の最終決定の効力を中断させる効果は有

しないものとする。ただし、ＣＡＳは、不服申立に基づいて、

そのような中断させる効果を有する命令をすることができ

る。 

 

第１３章 スポーツ仲裁裁判所（ＣＡＳ） 

 

第２３６条〔スポーツ仲裁裁判所（ＣＡＳ）〕 

１．本協会は、加盟団体、選手等、仲介人及びライセンスを付与

された試合エージェントとの間での紛争を解決するために、

スイスのローザンヌに本部のある独立したＣＡＳを承認す

る。 

２．ＣＡＳスポーツ関係仲裁規則の規定は、手続に適用される。

ＣＡＳは、ＦＩＦＡの種々の規定と、それに加えて、スイス

法を適用する。 

 

第２３７条〔ＣＡＳの管轄〕 

１．本協会によって下された最終決定に対する不服申立は、当該

決定の通知から２１日以内にＣＡＳに提起されるものとす

る。 

２．ＣＡＳへの不服申立の提起は、すべての他の内部の手続が使

い尽くされた後にのみ、ＣＡＳに対してなされることができ

る。 

３．ＣＡＳは、以下の事項から生ずる不服申立は取り扱わない。 

(1) 競技規則の違反 

(2) ４試合以下又は３ヶ月以内の出場停止 

(3) 本協会又はＡＦＣの規則に基づき認められた、独立かつ適法

に構成された仲裁機関に対して不服申立をすることのできる

決定 

４．不服申立は、第１項の最終決定の効力を中断させる効果は有

しないものとする。ただし、ＣＡＳは、不服申立に基づいて、

そのような中断させる効果を有する命令をすることができ

る。 

 

JFA基本規則に移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

第１４章 ドーピングの禁止 

 

第２３８条〔ドーピングの禁止〕 

１．本協会は選手の健康を保持するとともに､試合の公平な実施を

確保するため､ドーピングを禁止し､ドーピング検査を実施す

る。 

２．ドーピングに関する事項は、理事会が別途制定するドーピン

グの防止に関する規程の定めるところによる。 

 

第２３９条〔公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構〕 

 本協会は、前条第１項のドーピング検査を実施するため、公益

財団法人日本アンチ・ドーピング機構（以下「ＪＡＤＡ」という。）

に加盟し、ドーピング検査を委託する。 

 

 

第１５章 改正 

 

第２４０条〔改  正〕 

 本規程の改正は、評議員会の決議を経て、これを行う。 

 

 

第１６章 附則 

 

第２４０条の２〔理事の任期の改正〕 

関連法令の改正により理事の任期を４年（選任後４年以内に終

 

 

 

 

第１４章 ドーピングの禁止 

 

第２３８条〔ドーピングの禁止〕 

１．本協会は選手の健康を保持するとともに､試合の公平な実施を

確保するため､ドーピングを禁止し､ドーピング検査を実施す

る。 

２．ドーピングに関する事項は、理事会が別途制定するドーピン

グの防止に関する規程の定めるところによる。 

 

第２３９条〔公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構〕 

 本協会は、前条第１項のドーピング検査を実施するため、公益

財団法人日本アンチ・ドーピング機構（以下「ＪＡＤＡ」という。）

に加盟し、ドーピング検査を委託する。 

 

 

第１５章 改正 

 

第２４０条〔改  正〕 

 本規程の改正は、評議員会の決議を経て、これを行う。 

 

 

第１６章 附則 

 

第２４０条の２〔理事の任期の改正〕 

関連法令の改正により理事の任期を４年（選任後４年以内に終

 

 

 

 

アンチ・ドーピング

規程（既存）に追記 

 

 

 



 

了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終

結の時まで）とすることが可能となった場合は、次に理事が選

任される評議員会の開催の時までに速やかに本規程に定める

理事の任期を４年に改正するものとする。 

 

第２４１条〔施  行〕 

 本規程は、２０１２年４月１日から施行する。 

 

〔改 正〕 

２０１２年 ４月１２日 

２０１２年 ５月１０日（２０１２年 ６月 １日施行） 

２０１２年 ７月１２日 

２０１３年１２月１９日（２０１４年 ４月 １日施行） 

２０１４年 ３月１３日（２０１４年 ４月 １日施行） 

２０１４年 ９月１１日 

２０１４年１０月 ９日（２０１５年 ３月２９日施行） 

２０１４年１１月１３日 

２０１４年１２月２１日（２０１５年 ３月２９日施行） 

２０１５年 ３月２９日（２０１５年 ４月 １日施行） 

２０１６年 ３月２７日（２０１６年 ４月 １日施行） 

２０１６年 ５月１０日 

 

了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終

結の時まで）とすることが可能となった場合は、次に理事が選

任される評議員会の開催の時までに速やかに本規程に定める

理事の任期を４年に改正するものとする。 

 

第２４１条〔施  行〕 

 本規程は、２０１２年４月１日から施行する。 

 

〔改 正〕 

２０１２年 ４月１２日 

２０１２年 ５月１０日（２０１２年 ６月 １日施行） 

２０１２年 ７月１２日 

２０１３年１２月１９日（２０１４年 ４月 １日施行） 

２０１４年 ３月１３日（２０１４年 ４月 １日施行） 

２０１４年 ９月１１日 

２０１４年１０月 ９日（２０１５年 ３月２９日施行） 

２０１４年１１月１３日 

２０１４年１２月２１日（２０１５年 ３月２９日施行） 

２０１５年 ３月２９日（２０１５年 ４月 １日施行） 

２０１６年 ３月２７日（２０１６年 ４月 １日施行） 

２０１６年 ５月１０日 

 

 


